
 

 

 

 

 

 

平成３０年第３回美幌町議会定例会会議録 

 

 

 

 

 

平成３０年３月 ６日 開会 

平成３０年３月２２日 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年 ３月 ６日 第１号 

 

  



 

 

 



 

－ 1 － 

○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

       （諸般の報告） 

 日程第 ３ 行政報告 

 日程第 ４ 報告第 ５号 総務文教厚生常任委員会事務調査結果報告について 

 日程第 ５ 同意第 １号 オホーツク町村公平委員会委員の選任について 

 日程第 ６ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第 ７ 議案第１６号 町道路線の一部廃止について 

 日程第 ８ 議案第１７号 平成２９年度美幌町一般会計補正予算（第１１号）について 

 日程第 ９ 議案第１８号 平成２９年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第４号) 

              について 

 日程第１０ 議案第１９号 平成２９年度美幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３ 

              号）について 

 日程第１１ 議案第２０号 平成２９年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第６号）に 

              ついて 

 日程第１２ 議案第２１号 平成２９年度美幌町公共下水道特別会計補正予算（第４号） 

              について 

 日程第１３ 議案第２２号 平成２９年度美幌町個別排水処理特別会計補正予算（第３ 

              号）について 

 日程第１４ 議案第２３号 平成２９年度美幌町水道事業会計補正予算（第３号）につい 

              て 

 日程第１５ 議案第２４号 平成２９年度美幌町病院事業会計補正予算（第４号）につい 

              て 

 日程第１６ 議案第２５号 美幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第１７ 議案第２６号 美幌町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例制定につ 

              いて 

 日程第１８ 議案第２７号 美幌町附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定につ 

              いて 

 日程第１９ 議案第２８号 美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を 

              改正する条例制定について 

 日程第２０ 議案第２９号 美幌町基金条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第２１ 議案第３０号 美幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する 

              条例制定について 

 日程第２２ 議案第３１号 美幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

              関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第２３ 議案第３２号 美幌町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制 

              定について 

 日程第２４ 議案第３３号 美幌町介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第２５ 議案第３４号 美幌町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基 

              準等を定める条例の制定について 

 日程第２６ 議案第３５号 美幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 
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              に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につい 

              て 

 日程第２７ 議案第３６号 美幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備 

              及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護 

              予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

              の一部を改正する条例制定について 

 日程第２８ 議案第３７号 美幌町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定 

              介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法 

              に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定につ 

              いて 

 日程第２９ 議案第３８号 美幌町民会館条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第３０ 議案第３９号 美幌町中小企業振興条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第３１ 議案第４０号 美幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第３２ 議案第４１号 美幌町都市公園の配置及び規模の技術的基準に関する条例の 

              一部を改正する条例制定について 

 日程第３３ 議案第４２号 美幌町公共下水道設置条例の一部を改正する条例制定につい 

              て 

 日程第３４ 議案第４３号 美幌町公営企業の剰余金の処分等に関する条例の一部を改正 

              する条例制定について 

 日程第３５ 議案第４４号 指定管理者の指定について（美幌峠レストハウス展望休憩室) 

 日程第３６ 議案第４５号 指定管理者の指定について（美幌ターミナル物産センター） 

 日程第３７ 議案第４６号 指定管理者の指定について（美幌町職業訓練センター） 

 日程第３８ 議案第４７号 指定管理者の指定について（美幌みどりの村） 

 日程第３９ 議案第４８号 指定管理者の指定について（美幌町あさひ体育センター及び 

              美幌町テニスコート） 

 日程第４０ 議案第４９号 指定管理者の指定について（美幌町Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

 日程第４１ 議案第５０号 平成３０年度美幌町一般会計予算について 

 日程第４２ 議案第５１号 平成３０年度美幌町国民健康保険特別会計予算について 

 日程第４３ 議案第５２号 平成３０年度美幌町後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第４４ 議案第５３号 平成３０年度美幌町介護保険特別会計予算について 

 日程第４５ 議案第５４号 平成３０年度美幌町公共下水道特別会計予算について 

 日程第４６ 議案第５５号 平成３０年度美幌町個別排水処理特別会計予算について 

 日程第４７ 議案第５６号 平成３０年度美幌町水道事業会計予算について 

 日程第４８ 議案第５７号 平成３０年度美幌町病院事業会計予算について 

（平成３０年度町政執行方針） 

（平成３０年度教育行政執行方針） 

 日程第４９ 一般質問   ６番 戸 澤 義 典 君 

 

○出席議員 

     １番 髙 橋 秀 明 君      ２番 大 江 道 男 君 

     ３番 新 鞍 峯 雄 君      ４番 上 杉 晃 央 君 

     ５番 稲 垣 淳 一 君      ６番 戸 澤 義 典 君 
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     ７番 早 瀨 仁 志 君      ８番 岡 本 美代子 君 

     ９番 坂 田 美栄子 君  副議長１０番 吉 住 博 幸 君 

    １１番 橋 本 博 之 君     １２番 中 嶋 すみ江 君 

    １３番 古 舘 繁 夫 君  議 長１４番 大 原   昇 君 

 

○欠席議員 

なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美 幌 町 長        土 谷 耕 治 君 
教 育 委 員 会        
教  育  長 

平 野 浩 司 君 

  農 業 委 員 会        
  会 長        

鈴 木 幸 往 君 
選挙管理委員会 
委 員 長        

松 本 光 伸 君 

  監 査 委 員        髙 木   清 君   

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

副 町 長        平 井 雄 二 君   総 務 部 長        広 島   学 君 

  民 生 部 長        高 崎 利 明 君   経 済 部 長        矢 萩   浩 君 

  建設水道部長        石 澤   憲 君   病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 

  会 計 管 理 者        橋 本 美 典 君   事務連絡室長        中 村 敏 文 君 

  総 務 主 幹        小 室 保 男 君   庁舎建設主幹 遠 國   求 君 

  電 算 主 幹        河 端   勲 君   まちづくり主幹        田 中 三智雄 君 

  政 策 主 幹 小 室 秀 隆 君   財 務 主 幹        中 尾   亘 君 

  契約財産主幹        大 場 正 規 君   税 務 主 幹        関   弘 法 君 

  環境生活主幹        佐々木   斉 君   児童支援主幹        多 田 敏 明 君 

  福 祉 主 幹        遠 藤   明 君   健康推進主幹        武 田 孝 司 君 

  農 政 主 幹        渡 辺 靖 行 君   みらい農業センター主幹 午 来   博 君 

  耕地林務主幹        伊 成 博 次 君   商 工 主 幹 後 藤 秀 人 君 

  観 光 主 幹 那 須 清 二 君   建 設 主 幹        川 原 武 志 君 

  施設管理主幹         中 沢 浩 喜 君   建 築 主 幹        西   俊 男 君 

  水 道 主 幹        御 田 順 司 君   地域医療連携主幹 高 山 吉 春 君 

  事務連絡室次長        志 賀   寿 君   事務連絡室庶務主幹 岩 田 憲 次 君 

  教 育 部 長        田 村 圭 一 君   学校教育主幹        以 頭 隆 志 君 

  学校給食主幹        石 田 勇 一 君   社会教育主幹 露 口 哲 也 君 

  町民会館建設主幹 斉 藤 浩 司 君   スポーツ振興主幹 浅 野 謙 司 君 

  博 物 館 主 幹 鬼 丸 和 幸 君   農業委員会事務局長 酒 井 祐 二 君 
  選挙管理委員会事務局長           
  監査委員室長        谷 川 明 弘 君 
 

○議会事務局出席者 

  事 務 局 長        藤 原 豪 二 君   次     長 佐 藤 和 恵 君 

 議 事 係 長 橋 本   勝 君   議 事 係        寺 田   好 君    
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       午前１０時００分 開会 

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成３

０年第３回美幌町議会定例会を開会しま

す。 

 これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１３番古舘繁夫さん、１番

髙橋秀明さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

 去る２月２７日、議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。 

 １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君）〔登壇〕 平成３

０年第３回美幌町議会定例会の開会に当た

り、去る２月２７日、議会運営委員会を開

催いたしましたので、その内容と結果につ

いて報告いたします。 

 本日、６日、第１日目は、初めに町長か

ら行政報告を受けます。その後、報告第５

号総務文教厚生常任委員会からの事務調査

結果を報告いたします。続いて、同意第１

号オホーツク町村公平委員会委員の選任に

ついてから、議案第２４号平成２９年度美

幌町病院事業会計補正予算（第４号）につ

いてまでを審議します。平成２９年度関連

議案の審議後に、平成３０年度関連議案で

ある議案第２５号美幌町個人情報保護条例

の一部を改正する条例制定についてから、

議案第５７号平成３０年度美幌町病院事業

会計予算についてまでの３３件を一括上程

した後、町長から町政執行方針、教育長か

ら教育行政執行方針を受けます。その後、

一般質問に入りますが、通告順に、戸澤義

典さんの１名を予定しています。 

 第２日目、７日は、前日に引き続き一般

質問を行い、中嶋すみ江さん、坂田美栄子

さん、稲垣淳一さん、吉住博幸さん、髙橋

秀明さんの５名を予定しています。 

 第３日目、８日は、第２日目に引き続き

一般質問を行い、大江道男さん、上杉晃央

さん、岡本美代子さんの３名を予定してい

ます。その後、平成３０年度関連議案の説

明を受けます。 

 第４日目、９日は、前日に引き続き平成

３０年度関連議案の説明を受けます。 

 第５日目、１０日土曜日及び第６日目、

１１日日曜日は休日休会となります。 

 第７日目、１２日及び第８日目、１３日

は、開会後、本会議を休憩し、各議員が議

案の疑問点を整理します。 

 第９日目、１４日及び第１０日目、１５

日は、各議員が議案の疑問点を整理し、資

料を要求したものに対し、関係部局が資料

を作成するため、議決休会とします。 

 第１１日目、１６日は、平成３０年度関

連議案の質疑を行います。 

 第１２日目、１７日土曜日及び第１３日

目、１８日日曜日は休日休会となります。 

 第１４日目、１９日及び第１５日目、２

０日は、第１１日目に引き続き、平成３０

年度関連議案の質疑を行います。 

 第１６日目、２１日祝日は休日休会とな

ります。 

 第１７日目、２２日は、第１５日目に引

き続き、平成３０年度関連議案の質疑を行

います。その後、本会議を休憩し、会派等

による審議を行います。その後、本会議を

再開し、平成３０年度関連議案の表決を行

った後、報告案件などを予定しています。 

 次に、本定例会において、団体からの陳

情及び意見書の提出を求める陳情・要望を

３件受理していますので、その取り扱いに
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ついて報告します。 

 靖国神社国営化阻止道民連絡会議からの

日本国憲法の尊重・擁護に関する要請、美

幌地区連合からの地方公務員法及び地方自

治法の一部改正における新たな一般職非常

勤職員の処遇改善と雇用安定に関する陳

情、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の

受け入れを拒否する決議に関する陳情につ

いては、資料配付の措置といたしました。 

 以上のとおり審議を進めることとし、会

期を本日３月６日から３月２２日までの１

７日間としますが、議案審議の進行状況に

よっては、日程を順次繰り上げるなど調整

することもありますので、御承知おき願い

ます。 

 本定例会は、新年度予算案を審議する重

要な定例会であり、会期１７日間の長丁場

となりますが、慎重なる審議に議員各位の

協力をお願いするとともに、行政職員の皆

さんには真摯な答弁と対応を申し上げ、議

会運営委員会委員長としての報告といたし

ます。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 ただいま議会運営委員会委員長から報告

があったとおり、本定例会の会期を本日か

ら３月２２日までの１７日間とし、疑問点

整理及び資料作成に要する日程確保のた

め、３月１４日から３月１５日までの２日

間を休会とすることについてを採決しま

す。 

 この採決は起立によって行います。 

 議会運営委員会委員長の報告のとおり決

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、会期は本日から３月２２日

までの１７日間とし、３月１４日から１５

日までの２日間を休会とすることに決定し

ました。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。 

 朗読については、省略させていただきま

す。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。 

 なお、鈴木農業委員会会長、所用のた

め、松本選挙管理委員会委員長、所用のた

め、明日以降、欠席の旨、それぞれ届け出

がありました。 

 また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。 

 なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

使用を許可しておりますので、あわせて御

承知おき願います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。 

 町長から行政報告があります。 

 町長。 

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日、こ

こに平成３０年第３回美幌町議会定例会が

開催されるに当たり、御出席を賜りました

議員各位に対しまして、心から感謝いたし

ますとともに、行政報告と提出案件の概要

について御説明を申し上げます。 

 行政報告といたしましては、美幌町立国

民健康保険病院の医師の退職についてであ

ります。 

 昨年の８月に採用いたしました外科の森

﨑善久医師から、去る１月２３日、一身上



 

－ 7 － 

の都合（家族の介護）により、平成３０年

３月３１日付をもって退職したい旨、退職

願の提出があったところであります。 

 町といたしましては、慰留に努めてまい

りましたが、本人の意思を尊重して、退職

を承認した次第であります。 

 森﨑医師の退職により、平成３０年４月

以降、外科の常勤医師は１名体制となりま

すので、後任医師の確保に向けて最大限の

努力を重ねてまいりたいと存じます。 

 次に、御提案いたします議案等について

御説明を申し上げます。 

 まず、平成２９年度にかかわる案件とい

たしまして、人事案件について、同意第１

号オホーツク町村公平委員会委員の選任に

ついては、奥谷公敏氏は、本年３月３１日

をもって任期満了となることから、引き続

き、同氏を選任いたしたく、御同意を賜り

たいのであります。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、澤田孝一氏、関美惠子氏は、本

年６月３０日をもって任期満了となること

から、引き続き、両氏を推薦いたしたく、

御意見を賜りたいのであります。 

 町道路線の一部廃止について、議案第１

６号町道路線の一部廃止については、消防

庁舎改築事業に伴い、第２１７号道路の終

点を変更し、町道路線の一部を廃止しよう

とするものであります。 

 平成２９年度各会計補正予算について。 

 一般会計につきましては、役場庁舎改築

基金積立金として９,０００万円、担い手確

保・経営強化支援事業（大豆用コンバイン

導入）の補助金として４６９万５,０００

円、その他、事務事業の確定に伴う整理、

債務負担行為及び地方債の変更などを行お

うとするものであります。 

 特別会計及び企業会計につきましては、

国民健康保険特別会計については、共同事

業の確定に伴う拠出金の減額などを、後期

高齢者医療特別会計については、電算機器

経費の確定に伴う事務費の減額を、介護保

険特別会計については、利用者数の増加に

伴う高額介護サービス給付費の増額など

を、公共下水道特別会計については、建設

事業費の確定に伴う減額などを、個別排水

処理特別会計については、個別浄化槽設置

工事費の確定に伴う減額などを、水道事業

会計については、水道管路整備事業の確定

に伴う建設改良費の減額などを、病院事業

会計については、医療機器更新事業費の確

定に伴う建設改良費の減額などを行おうと

するものであります。 

 次に、平成３０年度にかかわる案件とい

たしましては、条例の制定及び改正につい

て、議案第２５号美幌町個人情報保護条例

の一部を改正する条例制定について及び議

案第２６号美幌町特定個人情報保護条例の

一部を改正する条例制定については、関係

法令の一部改正に伴い、個人情報の定義の

明確化、要配慮個人情報の取り扱いに関す

る規定などを定めようとするものでありま

す。 

 議案第２７号美幌町附属機関に関する条

例の一部を改正する条例制定については、

国民健康保険法などの一部改正に伴い、美

幌町国民健康保険運営協議会の委員の任期

などを改正しようとするものであります。 

 議案第２８号美幌町非常勤職員の報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例制定については、国会議員の選挙など

の執行経費の基準に関する法律の一部改正

に伴い、共通投票所の投票管理者及び投票

立会人の報酬について追加しようとするも

のであります。 

 議案第２９号美幌町基金条例の一部を改

正する条例制定については、国民健康保険

法などの一部改正に伴い、財政運営の責任

主体が北海道へ移行することから、国民健

康保険基金の処分に関する規定について改

正しようとするものであります。 

 議案第３０号美幌町乳幼児等医療費の助

成に関する条例の一部を改正する条例制定

については、外来等に係る医療費助成の対



 

－ 8 － 

象範囲を小学校就学前から中学生まで拡大

するため、所要の改正を行おうとするもの

であります。 

 議案第３１号美幌町特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定

については、就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律の一部改正に伴い、引用条項について

改正するものであります。 

 議案第３２号美幌町後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例制定につい

ては、高齢者の医療の確保に関する法律の

一部改正に伴い、住所地特例の適用の範囲

が見直されたことから、保険料を徴収すべ

き被保険者について改正しようとするもの

であります。 

 議案第３３号美幌町介護保険条例の一部

を改正する条例制定については、介護保険

事業計画の見直しに伴い、平成３０年度か

ら平成３２年度までの介護保険料率などを

定めようとするものであります。 

 議案第３４号美幌町指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例制定については、介護保険法の一

部改正に伴い、居宅介護支援事業者の指定

権限が町に移譲されることから、その基準

について定めようとするものであります。 

 議案第３５号美幌町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制

定について及び議案第３６号美幌町指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定について並びに議

案第３７号美幌町指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例制定については、介護保険法

の一部改正に伴い、国の基準省令が改正さ

れたことから、それぞれ所要の改正を行う

ものであります。 

 議案第３８号美幌町民会館条例の一部を

改正する条例制定については、本年９月に

改築オープン予定の町民会館について、諸

室の名称及び使用料金などを定めようとす

るものであります。 

 議案第３９号美幌町中小企業振興条例の

一部を改正する条例制定については、農村

地域工業等導入促進法の一部改正に伴い、

引用する文言について改正しようとするも

のであります。 

 議案第４０号美幌町営住宅管理条例の一

部を改正する条例制定については、公営住

宅法等の一部改正に伴い、家賃の決定に関

する規定などについて改正しようとするも

のであります。 

 議案第４１号美幌町都市公園の配置及び

規模の技術的基準に関する条例の一部を改

正する条例制定については、都市公園法施

行令の一部改正に伴い、都市公園に設ける

運動施設の敷地面積割合を定める必要があ

ることから、公園施設に関する制限につい

て追加するものであります。 

 議案第４２号美幌町公共下水道設置条例

の一部を改正する条例制定については、都

市計画用途地域の変更に伴い、公共下水道

の位置及び排水区域、排水区の面積及び計

画人口などについて改正しようとするもの

であります。 

 議案第４３号美幌町公営企業の剰余金の

処分等に関する条例の一部を改正する条例

制定については、地方公営企業法等に基づ

き、減債積立金を使用して企業債を償還し

た場合の利益を処分する規定について追加

しようとするものであります。 

 指定管理者の指定について。 

 議案第４４号美幌峠レストハウス展望休

憩室については、本年３月３１日をもって

指定期間が満了することから、引き続き、

美幌商工会議所を指定管理者に指定しよう
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とするものであります。 

 議案第４５号美幌ターミナル物産センタ

ーについては、同じく指定期間が満了する

ことから、引き続き、美幌観光物産協会を

指定管理者に指定しようとするものであり

ます。 

 議案第４６号美幌町職業訓練センターに

ついては、同じく指定期間が満了すること

から、引き続き、職業訓練法人美幌職業訓

練協会を指定管理者に指定しようとするも

のであります。 

 議案第４７号美幌みどりの村について

は、同じく指定期間が満了することから、

引き続き、一般財団法人美幌みどりの村振

興公社を指定管理者に指定しようとするも

のであります。 

 議案第４８号美幌町あさひ体育センター

及び美幌町テニスコート及び議案第４９号

美幌町Ｂ＆Ｇ海洋センターについては、同

じく指定期間が満了することから、引き続

き、特定非営利活動法人美幌町体育協会を

指定管理者に指定しようとするものであり

ます。 

 なお、平成３０年度各会計予算につきま

しては、後ほど、平成３０年度町政執行方

針において総括的に御説明の上、各議案に

つきまして逐次御説明を申し上げますの

で、慎重なる御審議の上、原案に御協賛を

賜りますようお願い申し上げまして、行政

報告と提出案件の概要説明といたします。 

○議長（大原 昇君） これで、行政報告

を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 報告第５号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 報告第

５号総務文教厚生常任委員会事務調査結果

報告についてを議題とします。 

 職員に、報告書の調査の結果についての

み朗読させます。 

○議事係長（橋本 勝君） ３、調査の結

果。 

 日本の子供たちの学力は、国際的に見

て、成績は上位にあるものの、判断力や表

現力が乏しいことや、学習意欲が必ずしも

高くなく、学習習慣が十分身についていな

いなどの課題が指摘されている。 

 これからの子供たちには、基礎的、基本

的な知識や、技能のほか、これに加えて、

学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などを

含めた幅広い学力、確かな学力を育てるこ

とが必要である。 

 また、日本の深刻な人口減少の進展は、

地方の過疎化、生産人口の減少や消費市場

の縮小、税収の減少など、地域経済に大き

な影響を与える重要課題である。 

 美幌町における２０４０年の推計人口

は、１万２,９４１人、現在の３５％以上減

少する見込みとなっており、人口減少を緩

やかに抑える積極的な取り組みが必要であ

る。 

 このような状況を踏まえ、当委員会で

は、学力向上・習熟度向上対策、移住定

住・人口減少対策について着目し、道内の

先進地を視察調査したので、その代表的な

取り組みを紹介したい。 

 石狩市（平成２９年１２月１日現在人口

５万８,５０５人）の石狩市立花川小学校

（平成２９年８月末現在児童数２９２名）

は、平成２４年度から学校力向上に関する

総合実践事業の指定校となり、学校全体で

学習規律や基礎学力を保障する指導を徹底

させ、日常の授業づくりや学習時間確保の

工夫等を行うことで、児童の学力向上を目

指している。 

 学力の向上には、日常の授業を充実させ

ることが大切であり、教師が教材研究し、

授業展開の構想を実現させるためにも、児

童の学習規律を定着させることは必要不可

欠である。 

 立腰を合言葉に、学習時の正しい姿勢を

身につけ、大事な場面での説明をしっかり

と聞かせることや、習得を確実にするノー

ト指導、補充的な学習指導として、朝の授

業前・給食前・放課後・夏休み・冬休み学
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習会を実施しており、学校支援地域本部に

よる休み時間の学習支援も行っている。 

 算数の学習は全時間で、複数の教師が協

力して授業を行うチームティーチングによ

る学習指導を行っており、習熟度別少人数

指導も計画的、効果的に位置づけている。 

 明確な数値目標の設定と検証がされてお

り、漢字、計算での最低保障学力評価テス

トにおいては、正答率８割以上の児童を学

校全体の９０％以上にする取り組みや、教

員が１年間に１人２回以上授業を公開して

いることも成果を上げている要因である。 

 東川町（平成２９年１２月１日現在人口

８,３２４人）は、平成５年に人口７,００

０人を割り込んだが、町の長所を生かした

写真の町事業や、町独自の魅力ある施策に

より人口を増加回復させ、平成２６年に目

標人口の８,０００人を達成した。 

 東川町には、道内外からの移住者も多

く、景観住宅建築支援などにより、宅地造

成、民間賃貸住宅・戸建て住宅建築も堅調

な状況が続いている。移住者の多くは、美

しい景観と住みやすい環境を生かしなが

ら、新規起業支援事業を活用し、木工クラ

フト工房、雑貨、パン屋、レストランなど

数多く起業している。 

 また、地域を活性化する取り組みの一つ

として、ひがしかわ株主制度を創設してお

り、四つのプロジェクト・１０事業に目標

金額と期限を設定し、さまざまな事業を展

開している。 

 町へ投資（寄附）した株主は、町内宿泊

施設の優待利用や株主総会への参加、農産

物の宅配など、投資した株数に応じた株主

優待を受けることができ、町に魅力を感

じ、応援してくれる交流人口の増加に寄与

している。 

 昭和６０年には、東川町の代名詞である

写真の町宣言を行い、国際写真フェスティ

バル「東川町フォトフェスタ」や写真甲子

園の開催など、写真文化が大きなエネルギ

ーとなるオンリーワンのまちづくりにつな

がっており、写真の町を通じて得られた出

会いを大切な人脈として、さまざまな分野

で生かしていることもまちづくりの成功の

鍵となっている。 

 また、全国初の町立日本語学校を開校

し、東アジア諸国を中心に、日本語教育を

通じて国際交流や人材養成を行っているこ

とも特徴的である。 

 人間、資源、財源を常に意識し、前例が

なく、他市町村でやっていないからこそ取

り組む町長の思いが職員の行動変革に結び

つき、まちづくりの原動力となっている。 

 以上のとおり、先進地も含め調査、検討

する中で、委員会として意見の集約を見た

ので、ここに報告する。 

 １）学力向上・習熟度向上対策につい

て。 

 ア、石狩市立花川小学校の学力向上の取

り組みについて調査した結果、目標を達成

するために最も重要なのは人の力の総和で

あることを改めて確認することができた。

美幌町の教職員全員が同じ目標に向かうよ

う、日々の授業づくりのための情報交換

や、いつでも互いに授業を見せ合う雰囲気

の醸成など、学校全体がチームとなった学

校力向上に期待したい。 

 イ、学習時の正しい姿勢「立腰」や机上

のルールを意識させるなど、学習規律定着

の取り組みにより、児童の集中力向上を期

待する。 

 ウ、美幌町においても、習熟度向上のた

め、町独自の教員定数加配の取り組みなど

が行われているが、今後、小学校高学年の

英語が教科と位置づけられるほか、グルー

プでの話し合いや討論などを取り入れるア

クティブラーニングという新しい学習方法

も導入されている中、これまで以上の準

備、支障が出ない体制づくりが不可欠であ

る。少子化による学級・教員配置の減少が

続く中、財政負担の問題もあるが、美幌町

独自の教員定数加配に力を入れるなど、体

制づくりの充実を望む。 
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 エ、美幌町の小学校児童、教職員、保護

者、地域の方々が一体となった取り組みに

より、学力の向上を期待したい。 

 ２）移住定住・人口減少対策について。 

 ア、東川町は、町の特徴を生かした東川

スタイルを情報発信し、移住地、国際交流

のまちとして選ばれる先駆的自治体として

知名度を高めている。美幌町の優位性とし

て、国道４本が交差する交通の要衝である

ことや、空港へのアクセスの利便性、国保

病院を基幹とした病診連携の安心のまち、

豊かで恵まれた自然景観など立地条件のよ

さを前面に出し、あらゆる媒体を活用し

た、より積極的な情報発信を望みたい。 

 イ、進行する人口減少を緩やかに抑え、

美幌町人口ビジョン及び総合戦略を確実に

推進するためにも、若者が起業しやすい支

援策の拡充、住宅取得助成、子育て支援策

の拡充など、若者の移住促進に効果的な施

策の実施を期待したい。 

 ウ、人口減少対策のための事業を重点化

し、ふるさと納税（寄附金）を活用した取

り組みを進め、町の営業マンとして町長と

職員が一体となった挑戦するまちづくりに

期待したい。 

○議長（大原 昇君） 本件について、委

員長より報告を求めます。 

 ９番坂田美栄子さん。 

〇９番（坂田美栄子君） 総務文教厚生常

任委員会が、先進地も含め、調査、検討

し、集約した意見は、ただいま職員が朗読

したとおりであります。 

 当委員会の報告が美幌の未来を担う子供

たちが生き生きと学び、進行する人口減少

を緩やかに抑えるための施策の検討に少し

でも役に立つことを期待して、委員長とし

ての口頭報告とさせていただきます。 

○議長（大原 昇君） これから、委員長

に対する質疑を行います。 

 １３番古舘繁夫さん。 

〇１３番（古舘繁夫君） 今、視察の報告

を伺いまして、大変すばらしいところの視

察、また、委員会の中できちんと議論を深

めたのだろうなと思いながら聞かせていた

だきました。 

 今、委員長からも、美幌町のこれからの

子供たちや、教育委員会並びに定住や人口

減少に対する思い、願い、そして、期待に

ついてお話をされておりましたが、委員会

の中では、なかなか活字にはできないけれ

ども、美幌町との相違を感じたところもあ

ったのではないかと思うのですが、視察を

された二つの地域で、美幌と大きく違いが

あったところや、そういうところをどんな

ふうにして改善できるか、並びに、そうい

う結果がもたらすようなものについて、委

員会の中で発言や考えがあったのであれば

御披露していただければと願っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

〇９番（坂田美栄子君） 古舘議員の質問

にお答えいたします。 

 まず、教育委員会の関係のお話でござい

ますが、私たちが見せていただいた花川小

学校は、学校全体が一丸となって、校長、

職員、地域の人たちも一緒になって授業に

取り組んでいるという今まで前例のない手

法だったと思います。 

 また、国の制度、道の加配制度を利用し

て、例えば１クラスで、今までは、チーム

ティーチングという支援員を配置すること

を美幌町でも行っておりますが、花川小学

校では、２人の支援員を国語と算数の時間

に必ず配置されています。それから、あい

ている先生方は、ちょっと理解のできない

子供たちがいるクラスがわかるので、自分

の手がすいた時間にその教室に行って指導

をするというすばらしい取り組みをしてい

たことが一番記憶に残っております。 

 また、東川の人口減少対策についてです

けれども、東川町では、職員の朗読にあり

ましたように、町長が各町にＰＲして歩く
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こともありますし、職員と一体となって、

とにかく人口減少を抑えるために、町のい

いところを全部ＰＲするために活動してい

るというところが一番大きかったというふ

うに思っています。職員が失敗を恐れず

に、とにかくアイデアを必ず取り入れて実

践するというところがよいところかと思い

ました。 

 それから、一番印象に残ったところは、

ひがしかわ株主制度と言いまして、目的を

持って寄附をしていただいています。いろ

いろな目的の寄附ですから、日本語学校に

寄附をしたいとか、企業を起こしたいと

か、目的ごとに寄附を募るということで、

最終的な寄附をしていただいた方への還元

は、その町に来ていただいて、食堂や宿泊

などのサービスを提供するということも含

めて取り組んでいます。 

 また、町のよさを全部洗い出して、いろ

いろな手法を使って情報を発信していると

いうことと、町に来てくれた人とは必ずつ

ながりを持って、そのつながりをずっと継

続し、それから輪を広げていくという手法

をとっていると私たちは感じました。 

 口頭ではなかなか申し上げられません

が、委員の皆さんは最高にいい研修ができ

たと感じて帰ってきました。文章ではなか

なかあらわせないところもあるのですが、

全て皆さんで相談した上でこういう報告と

させていただくことになりました。 

 以上でおわかりいただけたでしょうか。 

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さ

ん。 

〇１３番（古舘繁夫君） ありがとうござ

います。 

 今、委員長から詳細なお話を伺いました

けれども、今まで視察同行をしていただく

担当部局の方々が、議員と同じ目線でいろ

いろと議論をすることによって、職員の皆

さんもいろいろな思いをそしゃくしていた

だいていると私は感じました。 

 今回、議会事務局の方が同行されて、教

育委員会の方は同行しなかったのだと思い

ますが、委員長の気持ち、お考えを述べて

いただきたいのですけれども、職員が同行

することについての意義や考え方がもしあ

れば、委員長の見解で結構ですからお話を

いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

〇９番（坂田美栄子君） 職員の随行につ

いては、今、古舘議員が言われたように、

同じ目線で物を見て考えていただいて取り

組んでいただくことが一番大きいことかと

思っていました。 

 ただ、今回の花川小学校につきまして

は、私たち総務文教厚生常任委員会よりも

先に教育委員会、教育委員の方々が視察を

しているという状況がありました。それ

で、情報交換も少しはさせていただいてお

りましたので、そういう点では、私たちよ

りも先に強く思いを持ってくださっている

のではないかと思っています。 

 東川町につきましては、随行していただ

いて、よさを十分感じ取っていただけたら

なおよかったと思います。国内でもこのよ

うな取り組みをしているところはそれほど

数多くはないという思いがありましたの

で、ついていっていただけなかった分、細

かいところまで報告させていただいたと思

っています。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

 以上で、総務文教厚生常任委員会事務調

査結果報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 同意第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 同意第

１号オホーツク町村公平委員会委員の選任

についてを議題とします。 

 直ちに提出者の説明を求めます。 
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 町長。 

○町長（土谷耕治君） ８ページをお開き

いただきたいと思います。 

 同意第１号オホーツク町村公平委員会の

選任について御説明を申し上げたいと思い

ます。 

 オホーツク町村公平委員会委員奥谷公敏

氏は、平成３０年３月３１日をもって任期

満了となりますので、次の者を選任いたし

たく、地方公務員法第９条の２第２項及び

オホーツク町村公平委員会規約第３条第１

項の規定により議会の同意を求めるもので

ございます。 

 氏名につきましては、奥谷公敏氏であり

ます。 

 住所、生年月日については、議案に記載

のとおりであります。 

 以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、同意第１号オホーツク町村公

平委員会委員の選任についてを採決しま

す。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、同意することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本件は、同意することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 諮問第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 諮問第

１号人権擁護委員候補者の推薦についてを

議題とします。 

 直ちに提出者の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（土谷耕治君） 議案の９ページに

なります。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦に

ついて御説明を申し上げたいと思います。 

 人権擁護委員澤田孝一氏、関美惠子氏

は、平成３０年６月３０日をもって任期満

了となりますので、次の者を候補者として

推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第

３項の規定により議会の意見を求めるもの

でございます。 

 氏名につきましては、澤田孝一氏。 

 住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりであります。 

 氏名、関美惠子氏。 

 住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりであります。 

 以上、御説明を申し上げました。 

 どうかよろしくお願いをいたしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、諮問第１号人権擁護委員候補

者の推薦についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、諮問のとおり適任とする意見に

賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本件は、適任と答申するこ

とに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第１６号 

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

１６号町道路線の一部廃止についてを議題

とします。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 建設水道部長。 

〇建設水道部長（石澤 憲君） 議案の１

０ページをお開き願います。 

 議案第１６号町道路線の一部廃止につい
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てを御説明申し上げます。 

 道路法第１０条第１項の規定により、町

道路線の一部を廃止しようとするものであ

ります。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１ページを

お開き願います。 

 資料１、議案第１６号関係であります。 

 今回の一部廃止につきましては、消防庁

舎改築事業に伴い、町道第２１７号道路の

一部を廃止しようとするもので、起点は栄

町１丁目１番地４先で変わりませんが、一

部廃止後の終点が栄町１丁目３番地２先か

ら栄町１丁目２番地５先に変更となるもの

でございます。 

 議案の１０ページにお戻り願います。 

 廃止前、廃止後の起終点の住所、最大幅

員、最小幅員、総延長、実延長は記載のと

おりでございます。 

 以上、御説明申し上げました。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第１６号町道路線の一部

廃止についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

 暫時休憩します。再開は１１時１０分と

いたします。 

午前１０時５４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第１７号 

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

１７号平成２９年度美幌町一般会計補正予

算（第１１号）についてを議題とします。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（広島 学君） 議案の１１ペ

ージになります。 

 議案第１７号平成２９年度美幌町一般会

計補正予算（第１１号）について御説明を

申し上げます。 

 平成２９年度美幌町の一般会計補正予算

（第１１号）は、次に定めるところによ

る。 

 今回の補正につきましては、主に年度末

におけます執行残等の整理を行おうとする

ものでございます。 

 歳入歳出予算の補正第１条歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ７,４９２万

９,０００円を減額し、歳入歳出それぞれ１

１１億１,４１６万９,０００円とするもの

でございます。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条、債務負担行為の変更は、第２

表、債務負担行為補正で御説明を申し上げ

ます。 

 地方債の補正。 

 第３条、地方債の変更は、第３表、地方

債補正で御説明を申し上げますので、１６

ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、第２表、債務負担行為の補正につ

きましては、三つの事業とも事業費の確定

に伴う補正でございます。 

 １７ページの第３表、地方債の補正でご

ざいます。 

 これにつきましても、事業費等の確定に

よる補正でございますが、４番目の除雪車

両整備事業につきましては、国庫補助金の

補助対象経費が減額となったことから、辺
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地債に振りかえを行ったことによる増額で

ございます。 

 なお、今回の補正により、地方債の総額

が１５億４,８６７万２,０００円となりま

す。 

 次に、歳出について御説明を申し上げま

すので、３０ページ、３１ページをお開き

いただきたいと思います。 

 ３、歳出についてでございます。 

 ３０ページ、３１ページにつきまして

は、執行残等の整理を行うものでございま

す。 

 次に、３３ページをお願いいたします。 

 広報広聴費の補正額の財源内訳、その他

の寄附金１万円についてでございますけれ

ども、これにつきましては、１月９日に、

札幌市在住の岡田静子様より、町広報推進

に役立ててほしいと１万円の御寄附があっ

たものを広報広聴事業に充当するものでご

ざいます。 

 次に、４目、財産管理費の庁舎改築等事

業費の増、積立金９,００４万３,０００円

の増額でございますけれども、これにつき

ましては、役場庁舎建設に向け、今補正に

係る財源余剰分の積み立てを図るもの、ま

た、利息分について補正を行うものでござ

います。 

 なお、今回の補正に係る各種基金の本年

度末予定残高については、参考資料の２ペ

ージに添付をさせていただいてございま

す。 

 次に、６目、辺地対策費の補助金、生活

バス路線運行維持費補助金７６万５,０００

円の増額でございますけれども、当初予定

より運行距離数が延びたためによる増額で

ございます。 

 次に、７目、交通安全費の扶助費、運転

免許自主返納者交通費助成でございます。

２０万円の増でございますけれども、当初

は１００件分を見込んでおりましたが、２

月末現在で９４件の申請があったことか

ら、１０件分について追加を行うものでご

ざいます。 

 次に、３５ページをお願いいたします。 

 ９目、財政調整等基金費の先ほどと同じ

補正額の財源内訳のその他の欄の寄附金２

万円でございます。これにつきましては、

１月１６日と１月２６日に、図書館蔵書充

実に役立ててほしいとそれぞれ匿名の方か

ら各１万円ずつの御寄附があったものを財

政調整基金に積み立てを行うものでござい

ます。 

 次に、３７ページになります。 

 ３款、民生費の社会福祉総務費、一番下

の償還金利子及び割引料６９万６,０００円

の増額につきましては、平成２７年度及び

平成２８年度の臨時福祉給付金事務費補助

金精算に伴います返還金でございます。 

 次に、３９ページになります。 

 繰出金の一番上の国民健康保険特別会計

繰出金１０８万５,０００円の増につきまし

ては、国保財政安定化支援事業分の増によ

ります増額の補正でございます。 

 次に、４１ページでございます。 

 ４１ページにつきましては、年度末にお

ける整理を行おうとするものでございま

す。 

 次に、４３ページ、４款、衛生費の保健

衛生総務費、３の他会計負担事業費、負担

金、病院事業会計負担金の６８４万７,００

０円の増につきましては、小児医療及び不

採算地区病院に要する経費の増があったた

めの増額でございます。 

 次に、４５ページになります。 

 ４５ページにつきましては、執行見込み

などによる整理を行おうとするものでござ

います。 

 次に、４７ページ、６款、農林水産業費

の４目、農業振興費、８の農業振興施設等

整備事業費の補助金、担い手確保・経営強

化支援事業補助金４６９万５,０００円の増

につきましては、大豆コンバイン１台導入

のための補助金で、全額が道補助金となり

ます。 
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 次に、４９ページでございます。 

 ２項、林業費、１目、林業総務費の林業

推進事業費積立金９７万５,０００円の増で

ございますけれども、これにつきまして

は、森林整備協定に基づく寄附金として、

１２月１３日及び１８日に、株式会社宮田

建設様から１２万９,０００円を、また、２

月２６日にＮＰＯ法人コンベンション札幌

ネットワーク様から８４万２,６０４円、そ

れと利子の増によるものを、未来への森林

づくり基金へ積み立てを行うものでござい

ます。 

 次に、５１ページになります。 

 ８款、土木費でございますけれども、こ

のページは、事業費の確定等により整理を

行うものでございます。 

 次に、５３ページ、公共下水道費の公共

下水道特別会計繰出金５９７万３,０００円

の増につきましては、雨水処理分流式下水

道に要する経費の増によるものでございま

す。 

 次に、５５ページ、教育費の２項、小学

校費の１目、学校管理費、３項、中学校費

の１目、学校管理費、それぞれ学校管理事

業費の中で燃料費と光熱水費が増額となっ

ておりますけれども、これにつきまして

は、単価アップ及び使用料の増によるもの

でございます。 

 次に、５７ページをお願いいたします。 

 このページから６１ページまでは、執行

見込み等による整理を行うものでございま

す。 

 次に、歳入について御説明申し上げます

ので、２２ページ、２３ページにお戻りい

ただきたいと思います。 

 ２、歳入についてでございます。 

 １０款の地方交付税、地方交付税の増、

７,４６８万９,０００円の増につきまして

は、普通交付税が３６億９,４６８万９,０

００円で確定されたことによるものでござ

います。 

 次に、２５ページでございます。 

 道支出金の５目、商工費道補助金でござ

います。 

 観光費補助金、美幌峠施設改修の自然環

境整備交付金の減、３５０万円が減したこ

とによりまして、その下の地域づくり総合

交付金に振りかえを行ったものでございま

す。 

 次に、２７ページになります。 

 寄附金につきましては、先ほど歳出のほ

うで説明をさせていただいたとおりでござ

います。 

 次に、２９ページでございます。 

 雑入の中の三つ目の物品等売払の増の４

１０万６,０００円の増につきましては、資

源物の買い取り単価の増等による増額の補

正でございます。 

 詳細につきましては、先ほど第３表のほ

うで御説明をさせていただきましたので、

省略させていただきたいと思います。 

 以上、御説明を申し上げました。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

 ４番上杉晃央さん。 

〇４番（上杉晃央君） ３３ページで２項

目、お願いしたいと思います。 

 庁舎改築等事業費の増の積立金９,００４

万３,０００円ということで、今回、９,０

００万円を改築のために積むということで

すけれども、最終的な目標額と、今後の財

政事情によるので難しいと思いますけれど

も、各年度のある程度の予定があれば、ど

の程度積んでいくのかについてお知らせい

ただきたいと思います。 

 それから、下の交通安全対策推進事業費

の扶助費の運転免許自主返納者の交通費助

成についてですが、今年度の２月末で９４

件ということで、不足分の１０件分を計上

するということですけれども、町が実施し

た平成２８年度以前の実績を含めてトータ

ルで何件の自主返納があったのか、その数

字について説明いただきたいと思います。 
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○議長（大原 昇君） 総務部長。 

〇総務部長（広島 学君） まず、１点目

の庁舎改築に伴います積立金、基金の予定

額でございますが、おおむね１０億円の積

み立てを予定しているところでございま

す。 

 今回の補正で４億９,０００万円程度の積

み立てということになりますので、平成３

１年度末には１０億円の積み立てを行いた

いと思っています。例えば、今回の５月の

補正を含めて積める範囲で積んでいくとい

うことで、平成３１年度末に１０億円の基

金残高を目指して積み立てをしていきたい

と考えております。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

〇まちづくり主幹（田中三智雄君） 過去

の運転免許証自主返納の件数でありますけ

れども、平成２８年度から実施しておりま

すので、２８年度の件数でいきますと１５

２件となっております。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

〇１０番（吉住博幸君） 私がお聞きする

場所は、３５ページと５３ページでありま

す。 

 まず一つ目は、防災対策事業費の減とい

うことで、４６万２,０００円、消耗品費が

減になっておりますが、例えば、品物の単

価が低くてこのぐらいの残が出てきたの

か、その事情をもう少しお知らせ願いたい

ということです。 

 同じ諸費ですけれども、駐屯地強化とい

うことで嘱託職員賃金が１５万６,０００円

減となっています。これは、賃金ですから

お勤めになった日数との絡みがあると思う

のですが、この嘱託職員の賃金という計算

上、日数が満たなかったのだろうというこ

とも考えられますので、この事情をお教え

ください。 

 以上が３５ページの部分です。 

 次に、５３ページでお聞きしたいのは、

消防費についてです。議会を代表して広域

事務組合に議員を派遣しておりますが、１,

１４３万５,０００円の負担金ということ

で、もう少し内容をお聞かせいただきたい

と思います。 

 大きい項目で三つについてお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

〇総務部長（広島 学君） まず、３５ペ

ージの防災対策事業の消耗品の４６万２,０

００円の減額につきましては、主に毛布４

００枚を購入しておりまして、この単価が

予想を下回ったことによる減額でございま

す。 

 それから、同じ費目の３の駐屯地強化充

実推進事業費の減、嘱託職員賃金１５万６,

０００円の減につきましては、平成２９年

度から嘱託職員を採用しておりますけれど

も、退官後に日割りの計算の月が出てきた

ということで、１５万６,０００円の減とい

うことになっております。 

 次に、消防負担金の減額分でございます

けれども、当初予定していた予算よりも職

員が１名減になっているところと、それに

伴いまして、退職手当組合の負担金等々の

減ということで、総額の減となっておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

〇１０番（吉住博幸君） 消防のほうで再

度お聞かせ願いたいのですが、負担金とい

うのは、広域事務組合ですから美幌町が当

然負担すべき項目のお金だと思っています

けれども、職員が１人減ということは、途

中で発生するものでしょうか。 

 まだ平成２９年度が終わったわけではな

いですが、１年前に職員の配置云々という

ことで行われるべきであって、途中で職員

が退職して１名減のために負担金が減った

という説明ならわかるのですが、いま一

度、そこら辺をお教え願えないでしょう

か。 

 負担金の目的は、しかるべきものを負担
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するものだと思っていましたので、そこに

職員という絡みが出てきた場合に、途中か

らの発生だったのか、そこら辺も含めて、

もう少し教えていただけませんか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

〇総務部長（広島 学君） 恐らく、消防

本部内の異動、あるいは美幌から津別消防

のほうに異動になるという形での給与の負

担割合が変わってきたということだと認識

しております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

〇９番（坂田美栄子君） ３９ページの障

害福祉給付事業費の減というところです。

福祉ハイヤーの利用料助成のところが減額

になっています。この減額というのは、利

用しづらい状況があるのではないかという

思いがあります。それから、手続をしに行

くのも難しい状況もふえてきているのでは

ないかという思いがあるのですが、その点

の状況としてはどうなのか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

〇民生部長（高崎利明君） ただいまの福

祉ハイヤーの利用助成でございますけれど

も、減額につきましては、利用しづらいと

いうことではなく、対象者の減、利用者数

の減少ということがあります。主に透析患

者の利用者数を当初は６３名で見ていまし

たけれども、５８名と人数が減ったことに

よって１５７万５,０００円の減額というこ

とで、主な理由は利用者人数の減でござい

ますので、御理解願いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、議案第１７号平成２９年度美

幌町一般会計補正予算（第１１号）につい

てを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第１８号 

○議長（大原 昇君） 日程第９ 議案第

１８号平成２９年度美幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第４号）についてを議題

とします。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 民生部長。 

〇民生部長（高崎利明君） 議案の６３ペ

ージをお開き願います。 

 議案第１８号平成２９年度美幌町国民健

康保険特別会計補正予算（第４号）につい

て御説明申し上げます。 

 今回の補正につきましては、療養給付費

など年度末における事務事業の確定等に伴

う補正を行おうとするものであります。 

 平成２９年度美幌町の国民健康保険特別

会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ９５８万１,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３

０億６,６４１万２,０００円とする。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条、債務負担行為の変更につきまし

ては、第２表、債務負担行為補正により御

説明いたします。 

 ６６ページをお開き願います。 

 第２表、債務負担行為補正、電子計算機

借上料の限度額について、金額の確定に伴

い３１万３,０００円を減額し、１,７２６

万３,０００円に変更しようとするものであ
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ります。 

 次に、歳出について御説明いたしますの

で、７４ページ、７５ページをお開き願い

ます。 

 ３、歳出、１款、総務費は、一番上にあ

ります社会保障・税番号制度対応システム

改修委託料につきまして、平成３０年７月

の特定個人情報データ標準レイアウトの改

定に向け、予算措置をいたしたところでご

ざいますが、内容の一部が見直され、現行

システムで対応できることから、減額する

ものでございます。 

 他につきましては、額の確定に伴う執行

残でございます。 

 ２款、保険給付費につきましては、実績

及び今後の見込みを推計し、一般被保険者

療養給付費と次のページ上段の一般被保険

者高額療養費を増額し、退職被保険者等療

養給付費及び一般被保険者療養費を減額す

るものでございます。 

 ７６ページ、７７ページをお開き願いま

す。 

 ７款、共同事業拠出金につきましては、

国保連合会からの共同事業拠出金の確定及

び見込みにより高額医療費拠出金を１,５０

６万６,０００円、保険財政共同安定化事業

拠出金を３,０７７万９,０００円、それぞ

れ減額するものでございます。 

 ８款、保健事業費につきましては、国保

加入者のがん検診、エキノコックス症検

査、肝炎ウイルス検査の費用を負担するも

ので、それぞれ検診検査人数の確定に伴い

減額するものでございます。 

 ９款、基金積立金につきましては、預金

利率の減により１４万６,０００円を減額す

るものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたしますの

で、７０ページ、７１ページをお開き願い

ます。 

 ２、歳入、５款、道支出金、２項、道補

助金につきましては、国保病院の直営診療

施設整備事業に係る特別調整交付金１３５

万円の増額でございます。 

 ６款、共同事業交付金につきましては、

国保連合会の確定通知等により、高額医療

費共同事業交付金と保険財政共同安定化事

業交付金を増額するものでございます。 

 ７款、財産収入につきましては、預け入

れ利率の減による国民健康保険基金利子の

減額でございます。 

 ７２ページ、７３ページをお開き願いま

す。 

 ８款、繰入金につきましては、国保財政

安定支援事業等の確定に伴い、一般会計繰

入金を１０８万５,０００円増額し、共同事

業交付金の増及び共同事業拠出金の減額に

伴い、国民健康保険基金繰入金を５,１０１

万６,０００円減額するものでございます。 

 なお、平成２９年度末の基金残高につき

ましては、参考資料２ページに添付させて

いただいておりますが、１億６,６１１万

５,０００円の見込みであります。 

 以上、御説明申し上げました。 

 御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第１８号平成２９年度美

幌町国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第１９号 

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 議案

第１９号平成２９年度美幌町後期高齢者医
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療特別会計補正予算（第３号）についてを

議題とします。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 民生部長。 

〇民生部長（高崎利明君） 議案の８１ペ

ージをお開き願います。 

 議案第１９号平成２９年度美幌町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第３号）につ

いて御説明申し上げます。 

 今回の補正につきましては、年度末にお

ける事務事業の確定等に伴う補正を行おう

とするものであります。 

 平成２９年度美幌町の後期高齢者医療特

別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１１万１,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億

８,６２６万５,０００円とする。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条、債務負担行為の変更につきまし

ては、第２表、債務負担行為補正により御

説明いたします。 

 ８４ページをお開き願います。 

 第２表、債務負担行為補正、電子計算機

借上料の限度額について、金額の確定に伴

い、２８万７,０００円を減額し、１,５８

２万５,０００円に変更しようとするもので

あります。 

 次に、歳出について御説明いたしますの

で、９０ページ、９１ページをお開き願い

ます。 

 ３、歳出、１款、総務費につきまして

は、執行残等により印刷製本費及び電算機

器借上料を減額するものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたしますの

で、８８ページ、８９ページをお開き願い

ます。 

 ２、歳入、２款、繰入金につきまして

は、事務費の減に伴う事務費繰入金を１１

万１,０００円減額するものでございます。 

 以上、御説明いたしました。 

 御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第１９号平成２９年度美

幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第２０号 

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 議案

第２０号平成２９年度美幌町介護保険特別

会計補正予算（第６号）についてを議題と

します。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 民生部長。 

〇民生部長（高崎利明君） 議案の９３ペ

ージをお開き願います。 

 議案第２０号平成２９年度美幌町介護保

険特別会計補正予算（第６号）について御

説明申し上げます。 

 今回の補正につきましては、高額介護サ

ービス給付費など年度末における事務事業

の確定等に伴う補正を行おうとするもので

ございます。 

 平成２９年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第６号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出
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それぞれ１９８万１,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８

億１４８万３,０００円とする。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条、債務負担行為の変更につきまし

ては、第２表、債務負担行為補正により御

説明いたします。 

 ９６ページをお開き願います。 

 第２表、債務負担行為補正、電子計算機

借上料の限度額について、金額の確定に伴

い、３９万１,０００円を減額し、２,１５

７万９,０００円に変更しようとするもので

あります。 

 次に、歳出について御説明いたしますの

で、１０４ページ、１０５ページをお開き

願います。 

 ３、歳出、１款、総務費は、一番上にあ

ります社会保障・税番号制度対応システム

改修委託料につきまして、平成３０年７月

の特定個人情報データ標準レイアウトの改

定に向けて予算措置をいたしたところでご

ざいますが、内容の一部が見直され、現行

システムで対応できることから減額するも

のでございます。 

 電算機器借上料につきましては、額の確

定に伴う執行残でございます。 

 ２款、保険給付費につきましては、高額

介護サービス費の実績見込みにより増額補

正を行うものでございます。 

 ３款、地域支援事業費につきましては、

手数料、委託料、それぞれ件数の実績見込

みにより増額するものでございます。 

 １０６ページ、１０７ページをお開き願

います。 

 ４款、基金積立金につきましては、預け

入れ利率の減により減額するものです。 

 次に、歳入につきまして御説明いたしま

すので、１００ページ、１０１ページをお

開き願います。 

 ２、歳入、３款、国庫支出金、１項、国

庫負担金と２項、国庫補助金、１目、調整

交付金につきましては、高額介護サービス

費の増に伴い増額するものでございます。 

 その下の２目、社会保障・税番号制度シ

ステム整備費補助金につきましては、シス

テム改修委託料の減額に伴い４５万円を減

額するものでございます。 

 ３項、地域支援事業交付金につきまして

は、介護予防プラン作成委託料等の増に伴

い増額補正するものでございます。 

 ４款、支払基金交付金、その下の５款、

道支出金につきましては、高額介護サービ

ス費及び介護予防プラン作成委託料等の増

に伴い増額するものでございます。 

 ６款、財産収入につきましては、預け入

れ利率の減により介護保険基金利子の減額

でございます。 

 １０２ページ、１０３ページをお開き願

います。 

 ７款、繰入金、１項、一般会計繰入金に

つきましては、１目、介護給付費繰入金は

高額介護サービス費の増、２目、地域支援

事業繰入金は、介護予防プラン作成委託料

等の増に伴う増額補正で、４目、その他一

般会計繰入金は、事務費の減による減額補

正でございます。 

 ２項、基金繰入金につきましては、高額

介護サービス費の増額見込みより５３万８,

０００円を増額するものです。 

 なお、平成２９年度末の基金残高につき

ましては、参考資料２ページに添付してい

ただいておりますが、９７７万９,０００円

の見込みであります。 

 以上、御説明いたしました。 

 御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第２０号平成２９年度美
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幌町介護保険特別会計補正予算（第６号）

についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第２１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第２１号平成２９年度美幌町公共下水道特

別会計補正予算（第４号）についてを議題

とします。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 建設水道部長。 

〇建設水道部長（石澤 憲君） 議案の１

０９ページをお開き願います。 

 議案第２１号平成２９年度美幌町公共下

水道特別会計補正予算（第４号）について

を御説明申し上げます。 

 平成２９年度美幌町の公共下水道特別会

計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 今回の補正につきましては、年度末の事

務事業の確定などによる執行残などの整理

を行おうとするものであります。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１億５１７万２,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１０億４,３１１万４,０００円とするも

のであります。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。 

 地方債の補正。 

 第２条、地方債の変更につきましては、

第２表、地方債補正で御説明申し上げます

ので、１１２ページをお開き願います。 

 第２表、地方債補正であります。 

 公共下水道事業の限度額１億３,２１０万

円を終末処理場水処理設備機械及び電気設

備更新工事の補助対象事業費の確定及び入

札執行残による事業費の確定並びに下水道

終末処理場施設ストックマネジメント基本

計画策定及び終末処理場機械・電気設備資

材価格調査業務等の委託料の入札執行残に

よる事業費確定により４,５１０万円を減額

しまして、限度額を８,７００万円とするも

のであります。 

 下水道資本費平準化債につきましては、

限度額４,５７０万円を対象となる起債借入

額の確定により６０万円を増額しまして、

限度額を４,６３０万円とするものでありま

す。 

 公共下水道事業特別措置分につきまして

は、限度額３,１７０万円を対象となる起債

借入額の確定により６４０万円を減額しま

して、２,５３０万円とするものでありま

す。 

 次に、１１８ページ、１１９ページをお

願いいたします。 

 ３、歳出であります。 

 主に、事務事業の確定に伴う減額であり

ますが、増額分といたしましては、公共下

水道事務費の使用料収納事務委託料６万９,

０００円は、水道事業に委託しております

事務経費の確定に伴うもので、職員の会計

間異動に伴い増額になったものでありま

す。 

 終末処理場維持管理事業費の燃料費２０

０万円は、終末処理場施設ボイラー用のＡ

重油の燃料単価の改定に伴い増額となった

ものでございます。 

 公共下水道建設事業費のうち、下の終末

処理場水処理施設機械設備更新工事４,３９

３万８,０００円と終末処理場水処理設備電

気設備更新工事５,５３５万３,０００円の

減額は、国の社会資本整備総合交付金の交

付額の確定に伴う減額であり、平成３０年

度に事業を先延ばしするものでございま

す。 

 次に、歳入について御説明申し上げます
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ので、１１６ページ、１１７ページにお戻

り願います。 

 ２、歳入、下水道使用料３１１万７,００

０円の減額は、下水道使用料の減に伴う減

額であります。 

 その下、国庫補助金５,６７８万８,００

０円の減額は、国の社会資本整備総合交付

金の額の確定に伴う減額であります。 

 その下、一般会計繰入金５９７万３,００

０円の増額は、今回の補正に伴う財源調整

による増額でございます。 

 その下、水洗便所改造等資金貸付金償還

金３４万円の減額は、新規貸し付けがなか

ったことに伴う減額であります。 

 その下、公共下水道債５,０９０万円の減

額は、事業費の確定に伴う減額でありま

す。 

 以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第２１号平成２９年度美

幌町公共下水道特別会計補正予算（第４

号）についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第２２号 

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第２２号平成２９年度美幌町個別排水処理

特別会計補正予算（第３号）についてを議

題とします。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 建設水道部長。 

〇建設水道部長（石澤 憲君） 議案１２

３ページをお開き願います。 

 議案第２２号平成２９年度美幌町個別排

水処理特別会計補正予算（第３号）につい

てを御説明申し上げます。 

 平成２９年度美幌町の個別排水処理特別

会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

 今回の補正につきましては、年度末の事

務事業の確定などによる執行残等の整理を

行おうとするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１０５万５,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９,

５５３万１,０００円とするものでありま

す。 

 第２項については、事項別明細書で御説

明申し上げます。 

 地方債の補正。 

 第２条、地方債の変更につきましては、

第２表、地方債補正で御説明申し上げます

ので、１２６ページをお開き願います。 

 第２表、地方債補正であります。 

 個別排水処理施設整備事業の限度額３,２

２０万円を、事業費の確定に伴い１００万

円減額し、３,１２０万円とするものであり

ます。 

 次に、１３２ページ、１３３ページをお

願いいたします。 

 ３、歳出であります。 

 工事請負費、個別浄化槽設置工事１０３

万８,０００円の減額は、当初の予定どおり

１０基新設工事を実施したところですが、

新設工事人槽の確定によりまして、実績減

となっておるところでございます。 

 次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１３０ページ、１３１ページにお戻

り願います。（「省略」と発言する者あ

り） 

 以上、説明を省略させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 



 

－ 24 － 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第２２号平成２９年度美

幌町個別排水処理特別会計補正予算（第３

号）についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第２３号 

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 議案

第２３号平成２９年度美幌町水道事業会計

補正予算（第３号）についてを議題としま

す。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 建設水道部長。 

〇建設水道部（石澤 憲君） 議案１３５

ページをお開き願います。 

 議案第２３号平成２９年度美幌町水道事

業会計補正予算（第３号）について御説明

申し上げます。 

 総則、第１条、平成２９年度美幌町の水

道事業会計補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。 

 今回の補正につきましては、年度末の事

務事業の確定等による執行残等の整理を行

おうとするものであります。 

 業務の予定量の補正。 

 第２条、平成２９年度美幌町水道事業会

計予算第２条に定めた業務の予定量を次の

とおり補正する。 

 給水戸数、年間総給水量、１日平均給水

量は、使用量の減によるもので、主要な建

設事業の減額は事業の確定及び執行残によ

るもので、それぞれ記載のとおりでござい

ます。 

 収益的収入及び支出の補正第３条と、次

のページ資本的収入及び支出の補正第４条

につきましては、補正予算実施計画書及び

説明書で御説明申し上げます。 

 １３７ページをお開き願います。 

 企業債の補正。 

 第５条であります。水道施設整備事業

は、浄水場消毒用薬品注入設備等の工事ほ

か２件の工事の入札減に伴うもので、限度

額９２０万円を減額し、７,７９０万円とす

るものであります。 

 その下、水道施設等耐震化事業は、浄水

場管理棟上屋などの耐震補強実施設計委託

料の入札減に伴うもので、限度額を２５０

万円減額し、６４０万円とするものであり

ます。 

 その下、量水器収納筺設置事業は、入札

及び個数の確定による実績減で、限度額を

１,４９０万円減額し、６,９３０万円とす

るものであります。 

 たな卸資産購入限度額の補正、第６条に

つきましては、記載のとおりであります。 

 １３８ページ、１３９ページをお開き願

います。 

 補正予算実施計画書及び説明書の収益的

収入及び支出の収入であります。 

 給水収益４２７万５,０００円の減額は、

水道使用件数、使用量の減によるものであ

ります。 

 負担金２１４万２,０００円の減額は、新

設工事に伴う量水器設置件数の減によるも

のであります。 

 給水工事手数料２６５万７,０００円の減

額は、新設及び改造工事の減によるもので

あります。 

 下水道使用料賦課徴収受託料７万円の増

額は、対象事務経費の確定に伴う増であり

ます。 

 営業外収益の長期前受金戻入１,９１４万

２,０００円の増額は、減価償却費確定に伴

う増であります。 
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 その他雑収益１１万１,０００円の減額

は、対象事務経費の確定に伴う減でありま

す。 

 １４０ページ、１４１ページをお開き願

います。 

 収益的支出であります。 

 このページは、事務事業の確定及び入札

減によるものであります。 

 １４２ページ、１４３ページをお開き願

います。 

 減価償却費は、事業費の確定に伴う増、

消費税につきましては、申告納付額の確定

による増であります。 

 １４４ページ、１４５ページをお願いし

ます。 

 資本的収入及び支出であります。 

 企業債２,６６０万円の減額は、企業債の

補正で説明させていただいたとおりであり

ます。 

 国庫補助金１０９万４,０００円の減額

は、浄水場管理棟上屋など、耐震補強実施

設計委託料の入札減によるものでありま

す。 

 分担金２００万円の減額は、豊幌地区で

新たな給水申し込みがなかったことによる

減であります。 

 一般会計出資金８０万円の減額は、浄水

場管理棟上屋など、耐震補強実施設計委託

料の入札減によるものであります。 

 １４６ページ、１４７ページをお願いい

たします。 

 資本的支出の建設改良費につきまして

も、いずれも事業量の確定及び入札減によ

る減額補正で、日並浄水場耐震補強実施設

計委託料は、浄水場管理棟上屋などの耐震

補強実施設計委託料の入札減、水道施設整

備事業は、浄水場消毒用薬品注入施設整備

工事ほか２件の工事の入札減であり、簡易

水道等施設整備工事は対象工事がなかった

ことによるものであります。 

 その下、量水器、量水器筺につきまして

も、入札及び設置個数の確定による実施減

であります。 

 以上、御説明申し上げました。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第２３号平成２９年度美

幌町水道事業会計補正予算（第３号）につ

いてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 議案第２４号 

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 議案

第２４号平成２９年度美幌町病院事業会計

補正予算（第４号）についてを議題としま

す。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 病院事務長。 

〇病院事務長（但馬憲司君） 議案１５５

ページをお開き願います。 

 議案第２４号平成２９年度美幌町病院事

業会計補正予算（第４号）について御説明

を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、収益的収支

では、年度末における執行見込みを踏まえ

た予算の整理と繰入金など他会計からの補

助金、負担金の補正を、資本的収支では、

医療機器の購入費の確定に伴う予算の整理

と企業債及び国保会計からの補助金収入に

ついて補正を行おうとするものでありま

す。 

 第１条、平成２９年度美幌町病院事業会

計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 
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 第２条の業務の予定量の補正と第３条の

収益的収入及び支出の補正につきまして

は、それぞれ執行見込みを踏まえた補正を

行うもので、内容につきましては、実施計

画書及び説明書で御説明を申し上げます。 

 次に、１５６ページ、１５７ページをお

開き願います。 

 第４条、資本的収入及び支出の補正につ

きましては、資本的収支の不足額を１億２,

７２２万９,０００円に改め、過年度分損益

勘定留保資金で補う補正を行うものであり

ます。 

 内容につきましては、実施計画書及び説

明書で御説明申し上げます。 

 第５条の企業債の補正につきましては、

医療機器更新等の事業費確定及び国保調整

交付金の補助採択により、起債限度額を６

３０万円減額し、１億２,４１０万円にしよ

うとするものであります。 

 第６条の他会計からの補助金の補正につ

きましては、一般会計及び国保会計からの

補助金として、それぞれ記載のとおり補正

を行うものであり、内容につきましては、

実施計画書及び説明書で御説明を申し上げ

ます。 

 第７条のたな卸資産購入限度額の補正に

つきましては、薬品費の執行見込みから購

入限度額を２億７,１２０万円に改めるもの

であります。 

 次に、１５８ページ、１５９ページをお

開き願います。 

 医業収益の補正であります。 

 入院収益２,５６０万円の増、外来収益

２,４９０万円の増は、いずれも患者１人当

たりの診療収入の増加により増額の補正を

行うものであります。 

 その他医業収益は、予防接種及び人間ド

ックの件数増により、それぞれ記載のとお

り増額補正を行うものであります。 

 一般会計負担金、小児救急に要する経費

８２万４,０００円の減は、特別交付税の交

付基準の見直しに伴う減額、医師確保に要

する経費１１万７,０００円の減は、対象経

費の減による減額補正を行うものでありま

す。 

 次に、医業外収益の補正であります。 

 一般会計補助金は、医師等研究研修に要

する経費の執行見込みによる減額補正を、

国保会計補助金は、病院が実施する健康管

理事業に要した経費、インターネットによ

る医師確保対策経費、休日夜間における代

替医師の賃金が国保特別調整交付金の補助

採択となったことから、それぞれ増額補正

を行うものであります。 

 一般会計負担金の建設改良に要する経費

は、企業債償還利息の減額に伴う減額補正

を、小児医療に要する経費及び不採算地区

病院の運営に要する経費は、特別交付税の

基準額の見直しに伴いそれぞれ増額補正を

行うものであります。 

 今回の補正により、不採算地区病院の運

営に要する経費としての繰入額は、総額で

１億１,１２５万２,０００円となるもので

あります。 

 次に、１６０ページ、１６１ページをお

開き願います。 

 収益的支出の補正であります。 

 給与費の賃金、臨時職員賃金は、看護

師、看護補助者に係る未執行分の減額補正

を、法定福利費につきましては、臨時職員

に係る共済費の未執行分を減額補正するも

のであります。 

 材料費の薬品費は、治療に必要な抗がん

剤、輸血製剤等の増加による増額補正を、

経費の消耗品費は、診療件数の増加に伴う

診療及び検査に必要な記録用紙、検体ラベ

ル、寝間着などの使用数量が増加している

ことから増額補正を、賃借料は、在宅酸

素、睡眠時無呼吸症候群のＣＰＡＰ治療に

必要な医療機器の借り上げが増加したこと

による増額補正を、手数料につきまして

は、看護師紹介手数料の執行が当初計画の

４名から２名になったことから減額補正を

行うものであります。 
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 研究研修費の旅費及び研究雑費につきま

しては、執行見込みを踏まえ、それぞれ減

額補正を行うものであります。 

 医業外費用の企業債償還利息は、平成２

８年度借り入れ分の借入利息について、当

初は０.５％で計上しておりましたが、実借

入利息が０.０１％になったことから減額補

正を、一時借入金利息につきましても、当

初の０.５％から０.０３％の借り入れとな

ったことから減額補正を行うものでありま

す。 

 次に、１６２ページ、１６３ページをお

開き願います。 

 資本的収入の補正であります。 

 企業債の補正は、医療機器更新等事業費

の確定と施設整備に対する国保特別調整交

付金の採択により、相当額を借入額から減

額するものであります。 

 国保会計補助金は、本年度に整備した人

工腎臓装置が国保特別調整交付金の補助採

択となったことから増額補正を行うもので

あります。 

 次に、１６４ページ、１６５ページをお

開き願います。 

 資本的支出の補正であります。 

 器械及び備品購入費は、医療機器購入費

用の入札執行残及び執行見込みにより減額

補正を行うものであります。 

 企業債償還金は、昨年１２月に増額補正

をしてございます企業債繰上償還元金の額

の確定により減額補正を行うものでありま

す。 

 以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

 １０番吉住博幸さん。 

〇１０番（吉住博幸君） １６１ページ

で、二つのことについてお聞かせ願いたい

と思います。 

 臨時職員賃金の補正は、少なくとも３月

いっぱいの見込みを含めて出している補正

だと思っています。現実に賃金だけを見る

と１,６００万円を超える減額です。今まで

の体制という意味で、苦労なさっていると

は思うのだけれども、賃金が減ったとかふ

えたということではなくて、結果として職

員が予定した人数はいなかったと私は解釈

していますが、現実に少ない人数でもやっ

てこられたと思っているのか、苦労してい

ると思っているのか、感想も含めて、職員

確保という意味でお聞かせ願いたいのが１

点です。 

 それから、その下の経費のところですけ

れども、１３０万円の借上料について、も

う少し具体的にお教え願いたいと思いま

す。 

 今年度はあと１カ月くらいですが、これ

はもろもろを入れての１３０万円だと思い

ますけれども、どういう不都合があって、

今回、計上になっているのか、内容につい

てお知らせ願いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

〇病院事務長（但馬憲司君） 医療従事者

の確保の関係でございますけれども、当初

予定しておりました臨時職員、看護師、看

護補助者の採用については、順調には行っ

ておりませんで、当然、計画していた業務

については、不足している中で、現存して

いる職員が対応しながら進めてまいりまし

た。ですから、体制としては不足している

中で職員の皆様が苦労して従事されてこら

れたという形になってございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

〇１０番（吉住博幸君） 今のことに関し

て、賃金ということでは１,６００万円です

が、時間的に他の職員に負担がかかってい

るとすれば、それなりの評価といいます

か、例えば時間外とか、賃金ではないにし

ても、当然、かかわってくるものがあると

思うのです。苦しいけれども、この人数で

やってこられたということなのか、これ

は、今後の人員配置ということにも絡んで
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くるし、何対何制度ということも含めて考

えたときに、絶対に確保する人数を想定し

た賃金だと思っていますが、今後、職員の

確保も含めてどのような形で努力されるの

か、負担がかかっているとすれば、その評

価はどのように形としてあらわすのか、そ

この部分についてお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

〇病院事務長（但馬憲司君） 現存する職

員の中で対応してきておりますけれども、

今回採用できなかった職種につきましては

介護職ということで、当初計画していたほ

どの応募がなかったということです。介護

職につきましては、全体的に人材が不足し

ている状況でございますので、今回、そう

いった職種の方を採用できなかったという

ことが大きく影響しているものでございま

す。 

 その職種の業務につきましては、看護師

が補足をしながら進めてきたところではあ

りますけれども、今後も、引き続き、介護

職の人材確保のために、例えば勤務形態の

見直しなどを含めて再検討しながら進めて

まいりたいと考えております。（「この件

に関してはオーケーです」と発言する者あ

り） 

 それから、医療機器等借上料１３０万円

の関係でございますけれども、借り上げに

つきましては、在宅で酸素の療法をされる

方の在宅酸素の借上料ということで、病院

が借り上げて患者様に提供するという形で

診療報酬を得るものでございます。 

 もう一つは、睡眠時無呼吸症候群の関係

で、それに必要な医療機器を、こちらも病

院が借り上げて患者さんに使っていただく

ことで診療報酬を得るというものでござい

ますが、それらの件数について呼吸器内科

の診療が増加したことによりまして借上料

がふえているということで、今後必要な量

ということでの計上でございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

〇１０番（吉住博幸君） 僕は医者ではな

いから医療のことはわからないので、酸素

を供給するためという限定つきでお聞かせ

願いたいのですけれども、流れとして、患

者さんの増というふうに解釈しましたが、

それは顕著にあらわれているのか。そうい

う人に対応せざるを得ないという意味では

わかるのですが、酸素を提供する方々の傾

向をお知らせ願いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

〇病院事務長（但馬憲司君） 酸素を使用

される方もしくは睡眠時無呼吸症候群の治

療が必要な方は、従来もいらっしゃったと

は思うのですけれども、今回、専門の治療

ができる体制が整ったということで、患者

さんもふえておりますし、今後もその対応

がしていけるのだというふうに考えてござ

います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、議案第２４号平成２９年度美

幌町病院事業会計補正予算（第４号）につ

いてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

 暫時休憩します。再開は１３時４５分と

いたします。 

午後 ０時１６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時４５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 先ほど議会運営委員会を開きましたの
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で、委員長から、その結果について報告を

求めます。 

 １１番橋本博之さん。 

〇１１番（橋本博之君） 町長より追加の

議案の提案の申し出がございましたので、

先ほど議会運営委員会が開催されました。

その内容と結果について申し上げます。 

 追加の行政報告については、御寄附につ

いてとピョンチャンオリンピックの出場結

果についての２件と、追加議案として、損

害賠償額の決定及び和解についてと平成２

９年度美幌町一般会計補正予算という２件

でございます。 

 議事の日程につきましては、３月８日の

第３日目の一般質問の終了後に審議に入り

たいと思います。 

 以上、報告を終わらせていただきます。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、追加行政報告及び議案

第５８号損害賠償の額の決定及び和解につ

いて、議案第５９号平成２９年度美幌町一

般会計補正予算（第１２号）についてを、

第３日目の日程に追加し議題にしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、行政報告及び議案第５８

号、議案第５９号を第３日目の日程に追加

し、それぞれ議題とすることに決定しまし

た。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 議案第２５号から 

       日程第４８ 議案第５７号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 議案

第２５号美幌町個人情報保護条例の一部を

改正する条例制定についてから、日程第４

８ 議案第５７号平成３０年度美幌町病院

事業会計予算についてまでの３３件は、い

ずれも新年度関係の議案でありますので、

この際、一括議題といたします。 

 これから、平成３０年度町政執行方針に

ついて、町長の発言を許します。 

 町長。 

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日ここ

に、平成３０年度一般会計ほか特別会計及

び事業会計予算並びにこれらに関連する議

案の御審議をいただく平成３０年第３回美

幌町議会定例会に当たり、町政運営の基本

的な考え方と、平成３０年度予算の主な施

策の考え方について申し上げ、町民の皆様

並びに議員各位の御理解と御協力をお願い

するものであります。 

 私は、平成２７年５月、多くの町民の皆

様の御支持をいただき、町政執行に当たっ

てまいり、任期の最終年度を迎えました

が、地方自治体を取り巻く環境が厳しい

中、議長を初め議員各位並びに町民の皆様

には格別なる御理解と御協力を賜るととも

に、お力添えいただき、改めて感謝を申し

上げます。 

 この間、小さな声にも耳を傾け、信頼と

安心力を確かなものとし、町民の皆様が安

全・安心に住み続けることができるよう、

２期目のスローガンである「そして前

へ！」をより推し進めるために、「さらに

前へ」を基本として、町政運営に全力を傾

注してまいりました。 

 昨年、戸長役場設置以来１３０年という

節目を迎え、ふるさと「びほろ」が今後１

５０年、２００年へとさらなる発展を遂げ

るための歩みを着実に進め、次世代へしっ

かりとバトンを引き継いで行くことを改め

て決意したところであります。 

 我が国の経済状況については、少子高齢

化という大きな課題に立ち向かうため、

「人づくり革命」と「生産性革命」を両輪

とし、経済成長の果実を生かし、社会保障

の充実を行い、安心できる社会基盤を築

き、さらに経済を成長させ、誰もが生きが

いを感じ、その能力を思う存分発揮するこ

とができる一億総活躍社会をつくり上げる

ため、昨年１２月に「新しい経済政策パッ
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ケージ」が閣議決定をされました。 

 このパッケージの実行により、経済成長

軌道を確かなものとし、持続的な経済成長

を成し遂げ、一億総活躍社会の未来を切り

開くことが少子高齢化の課題を解決するこ

とにつながるとされております。 

 また、若者から高齢者まで全ての人に活

躍の場があり、元気に活躍し続けられる社

会の創造のため、人への投資と生産性の向

上、賃上げ環境の整備により、デフレから

の脱却を図るための投資によって、確かな

取り組みを進めることが示されておりま

す。 

 本町においても、人口減少、少子高齢化

は避けては通れない課題であり、今後予測

されています人口減少により、福祉、労

働、経済、教育などあらゆる分野において

構造変化が生じてくることが予想され、こ

れらの構造変化に対応できる施策の構築が

必要であると考えております。 

 そのためにも、第６期美幌町総合計画、

まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づ

き、山積する課題に真正面から向き合い、

「住んでいて良かったと思えるまち」また

「住み続けたいと思えるまち」の創造によ

り、夢と希望を持つことができるまちづく

りを町民の皆様との協働により取り組んで

まいりたいと考えております。 

【町政運営の基本的な考え方】 

 まず、本年度における町政運営の基本的

な考え方について申し上げます。 

 我が国の経済は、安倍政権が進めてきた

景気回復の施策により改善は見られるもの

の、残念ながら、誰もが実感できるまでの

広がりとはなっておらず、依然として厳し

い状況が続いております。 

 「経済財政運営と改革の基本方針（骨太

の方針）２０１７」では、働き方改革と人

材投資を積極的に行い、一人一人の能力を

引き上げることで、生産性向上を図り、成

長と分配の好循環の拡大を図ることとされ

ております。これにより、構造改革の加速

化が進み、地域の成長力や経済力の向上に

つながることが期待されております。 

 しかし、本町においては、人口減少が続

き、景気の回復もいまだ一部にとどまって

いる状況が続いている中、今後において

は、税収の伸び悩み、地方交付税の縮減な

ど、自主財源の確保が厳しくなることも予

想されます。 

 一方で、社会保障関連経費の増大や、子

供子育て支援、防災対策、老朽化した公共

施設の更新など、行政需要経費は増大して

いくことが見込まれます。 

 こうした中で、いかに財源の確保を図

り、安定した行政サービスを提供していく

ことができるか、大きな役割として私たち

に求められていることをしっかり認識し、

住民ニーズを的確に把握しながら、緊急性

や優先度を判断し、事業の選択と集中を図

ることで、健全な財政運営と継続的、持続

的な行政サービスの提供に努めてまいりま

す。 

 本町の最上位計画であります第６期美幌

町総合計画が策定され、３年目を迎えよう

としております。総合計画に登載された事

業の着実な実行と、まち・ひと・しごと創

生総合戦略に基づいた人口減少対策を確実

に実践することで、美幌町がさらに一歩前

進できるものと確信をしているところであ

ります。 

 知恵と工夫を出し合い、勇気を持ち、自

治基本条例の理念に沿って、町民の皆様、

議員の皆様とともに新しい美幌町の創造に

全力を尽くしてまいる覚悟であります。 

【施策の基本的な考え方】 

 次に、本年度における施策の基本的な考

え方について申し上げます。 

 平成３０年度は、第６期総合計画の３年

目、また、第２次財政運営計画の後期計画

期間の初年度となります。 

 町民の皆様からの多くの御意見と議論に

より策定しました第６期総合計画の着実な

実行に向け全力で取り組むこととし、ま
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た、第２次財政運営計画については、厳し

い財政状況を認識しながら、自治基本条例

の趣旨に沿って、住民サービスの安定的か

つ継続的な提供に努めてまいります。 

 人口減少が進む中、将来世代へ過度の負

担を残さない、未来に責任を持った持続可

能な財政運営に努めてまいる考えでありま

す。 

 解決をしなければならない課題は数多く

ありますが、次世代・未来へと、地域資源

のバトンをつなぎ、人がつながり、夢を抱

き、ここにしかない「びほろ」のまちづく

りを目指し、引き続き取り組んでまいりま

す。 

 次に、第６期総合計画の五つの基本目標

に基づき、施策の考え方を申し上げます。 

＜人をつくり、地域力を高めるまちづくり

について＞ 

 地域コミュニティの中心的役割を担って

おります自治会活動やボランティア団体の

活動を積極的に支援するとともに、自治基

本条例に基づく町民との協働によるまちづ

くりを進めるため、車座トーク、まち育講

座、まち育出前講座などにより、広く町民

の意見を伺い、向かい合い、話し合い、町

民主権による自治の確立に向け取り組みを

進めてまいります。 

 地域コミュニティ活動の中核となります

地域集会室につきましても、長年の懸案で

ありました東町集会室の建てかえを行うと

ともに、各集会室の修繕に対する助成も行

い、コミュニティ活動拠点の環境づくりに

努めます。 

 行財政の運営につきましては、効率的で

計画的な運営を図るため、昨年度に改定し

ました第２次財政運営計画・後期計画の着

実な実行により、健全な財政運営に向けた

取り組みの強化を図ってまいります。 

 また、高度化・多様化する行政需要に対

し的確に対応を図るため、第４次行政改革

大綱の基本方針であります町民満足度の向

上、町民参加と協働の推進、効率的な行財

政運営を推進し、より一層質の高い公共サ

ービスの提供に努めてまいります。 

 さらには、公共施設等総合管理計画に基

づき、老朽化した公共施設の更新に当たっ

ては、集約化や多機能化の検討も行い、公

共施設の総量の適正化を図りながら、将来

に向け、財政負担の平準化に取り組んでま

いります。 

 また、老朽化が進む公共施設整備におい

ては、役場庁舎が建築から５７年を経過

し、昨年実施をいたしました耐震診断にお

いて、耐震不足との結果が出たことを踏ま

え、災害発生時における対策本部機能の確

保が喫緊なこと、また、バリアフリー化な

どさまざまな課題を抱えていることから、

役場庁舎改築を行うこととしたところであ

ります。 

 防災体制の整備については、１次避難所

で過ごすことが困難な高齢者や障がいを持

った方々などの避難所となる福祉避難所に

ついて、昨年度の特別養護老人ホーム緑の

苑に続き、今年度は、老人保健施設アメニ

ティ美幌に３０名の受け入れを想定した備

品を整備いたします。これにより、福祉避

難所では１３０名の受け入れが可能となり

ますが、引き続き、他の避難所における備

品整備もあわせて進めてまいります。 

 防犯対策につきましても、防犯灯などの

ＬＥＤ化を本年度実施し、町民の皆様の安

全・安心の確保を図るほか、防犯対策の関

係団体との連携をさらに強めてまいりま

す。 

 町内での交通事故死ゼロは、２月１５日

現在２,０１０日で、現在も継続中でありま

す。このことは、本町における交通安全の

取り組みに対する町民意識の高さはもとよ

り、関係機関・団体の積極的な交通安全運

動の取り組み結果であり、こうした取り組

みに対し感謝を申し上げますとともに、今

後とも町民の皆様と一丸となって取り組み

を進めてまいります。 

 また、高齢者の交通事故未然防止のた



 

－ 32 － 

め、一昨年より実施しております運転免許

証の自主返納者への交通費助成を引き続き

行ってまいります。 

 一昨年の５月より、ＪＲ美幌駅が無人化

され、利用される皆様には御不便をおかけ

しておりますが、引き続き、券売業務のあ

り方などについて協議を進めてまいりま

す。 

 また、石北線の維持につきましては、石

北線が果たすべき役割や必要性についてし

っかりとした認識のもと、ＪＲの利用促進

もあわせて、オホーツク圏活性化期成会を

中心とした広域的な協議のもと、対応を図

ってまいります。 

 消防行政につきましては、近年、災害の

大規模化・多様化により、災害時の活動拠

点施設としての機能充実が必要であること

から、消防庁舎の改築を進めることで、緊

急体制、消防機能の充実を図ってまいりま

す。 

 陸上自衛隊美幌駐屯部隊については、我

が国の平和と道東の最強部隊としての任務

を遂行され、あわせて災害時における支援

活動など積極的な御支援をいただいてお

り、地域における安全・安心の確保という

面で非常に重要な役割を果たされておられ

ます。 

 国において、新たな防衛計画の大綱と次

期中期防衛力整備計画の策定に向けた作業

が進められており、中でも中期防衛力整備

計画において、第５旅団の機動旅団ヘの改

編が見込まれ、美幌に駐屯する第６普通科

連隊もその対象となることから、改編及び

増員に向けての効果的で具体的な陳情活動

を協力諸団体一丸となって進めてまいりま

す。 

 あわせて、戦車と火砲の集約、削減が進

む中で、第１０１特科大隊の存続が不安視

されていることから、火砲部隊の充実強化

についても求めてまいります。 

＜自然の美しさやくらしの安心を、みんな

で護り合うまちづくりについて＞ 

 地域福祉は、自助、共助、公助のそれぞ

れの役割を分担し、深く連携を図りなが

ら、その機能を最大限に発揮し、誰もが安

心して自立した生活を送ることができる社

会の創造が求められており、第２期美幌町

地域福祉計画の理念であります「すべての

人々がたがいに助け合い温かに暮らせるま

ちへ」を基本として、各種施策を推進して

まいります。 

 高齢者福祉につきましては、年々高齢化

率が上昇している中、地域全体で支え合う

社会の実現を図るため、昨年度策定をいた

しました美幌町高齢者保健福祉計画、第７

期介護保険事業計画の基本方針及び具体的

展開方策に基づき各種施策を推進してまい

ります。 

 また、町内における介護従事者の確保を

図るため、介護従事者資格取得に係る支援

を行うこととし、国と一緒になって介護職

場における環境改善を図ってまいります。 

 障がい者福祉につきましては、障がいを

持たれている全ての方々が、住みなれた地

域で安心して生活を送ることができるよ

う、ライフステージに応じた支援や、社会

参加を推進するための環境整備など、地域

社会全体の中で支え合う体制の構築に向

け、施策を推進してまいります。 

 子育て支援につきましては、子供と家庭

を取り巻く環境が変化してきている中、子

ども・子育て支援事業計画に基づいた各種

支援を実施し、仕事と子育てが両立できる

保育サービスの充実や保護者負担の軽減を

引き続き進めてまいります。 

 また、里帰り出産のため、町外で接種す

る乳幼児予防接種費用の助成対象者の拡大

を図るとともに、妊娠・出産・育児期にお

ける切れ目のない支援による母子保健対策

の推進、子育てに関する情報提供や相談な

ど、安心して子育てができる環境づくりを

進めてまいります。 

 医療費の助成につきましては、平成２８

年度に入院助成を中学生までに拡大したと
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ころでありますが、子供が健やかに成長

し、より一層安心して子育てができるよ

う、通院助成について、就学前から中学生

までに拡大を図ることといたしました。 

 保健医療につきましては、町民の皆様が

健康で心豊かに生活を送ることができるよ

う、昨年度策定をいたしました美幌町第Ⅲ

期健康増進計画の実践により、健康教育、

各種健診の受診勧奨を図るなど、総合的な

健康づくりの推進を図ってまいります。 

 また、若年層における健診受診率の向上

を図るため、これまで集団健診のみで実施

をしていました４０歳未満の生活習慣病健

診を拡大し、町内医療機関への委託による

個別健診実施により、受診機会の拡大を図

り、あわせて受診項目の削減による時間短

縮による健診体制の整備を図ります。 

 国保病院においては、４月より婦人科常

勤医師の招聘により婦人科を開設する準備

を進めておりますが、外科医師の退職によ

り外科が１名体制となることから、外科医

師の招聘活動に努め、診療体制の維持と充

実に向けて取り組みを進めてまいります。 

 また、医療サービスの質の向上を図るた

め、医療機器の更新を引き続き図るととも

に、医療従事者の確保及び経営環境の改善

を進めながら、地域医療を守り、町民の皆

様が安心できる医療体制の充実を図ってま

いります。 

＜まちの資源や持ち味を、活力に換えてい

くまちづくりについて＞ 

 農林業の振興につきましては、農家戸数

の減少や後継者不足の問題など、課題は数

多く存在しておりますが、本町の基幹産業

として、また農林業が持っている有効性な

どから、将来にわたり持続していかなけれ

ばなりません。 

 本町の農業は、生産性の高い土地基盤、

高い技術力などにより、安定的な生産が行

われていることから、引き続きこれらを発

展、継続させていくための施策を関係機

関・団体との連携を強化し、取り組みを進

めていきます。 

 農業は、本町の経済活動など数多くの分

野への影響が大きいことから、持続安定的

な農業振興を図るため農業、農村を支えて

いく必要があります。 

 北海道は、ＴＰＰ１１とＥＰＡの発動に

伴う生産減少額を２月２日に発表いたしま

した。これによりますと、本町に関係する

品目として、小麦、ビート、牛肉、乳製品

で、道内においてこれら品目の生産減少額

が、ＴＰＰで２８４億円から４５３億円、

ＥＰＡで１８１億円から２７４億円との試

算が示されました。 

 試算内容についてはさまざまな意見があ

りますが、本町農業にとって影響が大きい

ことから、詳細な分析により、早急な対策

を進めていかなければなりません。 

 林業の振興につきましては、民有林振興

対策事業及び町産材活用促進事業を継続し

て実施し、ＦＳＣ森林認証制度が果たす環

境に配慮した森林づくりのＰＲも積極的に

進めてまいります。 

 また、森林組合によりますコアドライ材

の乾燥工場が昨年整備され、本年度より本

格的な生産体制となることから、住宅用建

材としての利用拡大に向けたＰＲに努めて

まいります。 

 さらに、町産材を利用した木製品の地域

ブランド化を図るためのＰＲもあわせて行

ってまいります。 

 また、多くの方々に利用いただいており

ます木育ひろば「きてらす」を活用し、貴

重な資源である森林を町民一丸となって守

り育てる意識の醸成を図ってまいります。 

 商工業の振興につきましては、近隣への

購買客の流出が依然として続いており、経

営環境が厳しい状況となっております。 

 各商店などの経営基盤の強化を図るた

め、店舗リフォーム促進事業、起業家支援

事業の施策を実施し、地域に根差し、町民

生活の支えとなる商業の振興を図るため、

また、町内の消費拡大を促進するため、引
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き続きプレミアム商品券発行事業を実施し

てまいります。 

 また、昨年実施しました連合商店会主催

の大売り出し事業支援や青年部の取り組み

に対し支援することで、商店街の活性化を

図ってまいります。 

 観光振興につきましては、美幌町観光振

興革新戦略ビジョンに基づき、具体的な取

り組みを進めてまいります。 

 近年、さまざまな取り組みの成果により

脚光を浴び、本町観光の核となる美幌峠へ

の入り込み客の増加を図ることとします。 

 本年３月に改修したレストハウス２階の

展望休憩室を活用し、また、北海道の事業

により実施いたしましたトイレ改修、園路

整備、昨年より実施しております雲海予測

など、美幌峠の魅力を積極的に発信してま

いります。 

 また、ちょっと暮らし体験住宅「四季彩

美幌」の利用希望も多く、美幌町の魅力や

地域特性を積極的にＰＲするとともに、交

流や体験のニーズも多くなってきているこ

とから、これらのニーズに対応できるメニ

ューの検討も進めてまいります。 

 本町には、限りない資源と人材がありま

す。これら資源に知恵と工夫を出し合い、

最大限活用することにより、光り輝くブラ

ンドが生まれてくる可能性は極めて高いと

思っております。 

＜住みやすく、人が集まる基盤をつくるま

ちづくりについて＞ 

 町道整備につきましては、本年度、６路

線の整備を行うとともに、新たに町道第８

号の歩道改良を年次的に実施し、通行車両

及び歩行者の安全確保を図ります。 

 また、施設点検では、本年が最終年とな

る擁壁、のり面の調査点検、さらに道路照

明、視線誘導標識の調査点検を実施し、安

全・安心な車両及び歩行者通行の環境整備

に努めてまいります。 

 除排雪対策につきましては、近年、各地

で発生しております大雪や短時間降雪量の

増加に伴い、気象状況を勘案した上で、町

民の皆様の生活や安全に配慮した除排雪体

制の構築が重要であると考えております。 

 そのために、民間事業者との連携、協力

体制の強化を図りながら、冬期間における

交通網の早期確保、迅速な歩道除雪による

歩行者の安全確保になお一層の配慮をして

まいります。 

 あわせて、間口除雪（置き雪対策）につ

きましても、引き続き実施をしてまいりま

す。 

 高齢化が進む中で、負担軽減を図るため

の除排雪のあり方や、冬期間でも安心して

生活を送ることができるよう、さまざまな

角度から検討を進めていくことが必要であ

ると考えております。 

 堤内排水対策につきましては、近年、各

地で多発するゲリラ豪雨などによる大雨被

害を未然に防ぐためにも、その役割はます

ます重要となっております。 

 浸水被害を防ぐためには、スムーズな排

水対策が必要であることから、排水対策に

必要な資機材の整備はもとより、関係機関

との早期情報交換を行い、迅速な体制確保

に努めます。 

 また、昨年末には、日の出地区に新たな

釜場が整備されたことから、設置をするポ

ンプ６台を新たに購入し、排水対策の強化

に努めてまいります。 

 さらに、大雨時にリースにより手配をし

てきました発電機についても、リース確保

が難しい状況となってきていることから、

８台の購入を図り、資機材の充実を図るこ

とといたしました。 

 引き続き、町民皆様の安全・安心な生活

の確保を図るため、スムーズな排水対策に

万全を期してまいります。 

 公園整備につきましては、公園長寿命化

計画に基づき、ひがしまち公園の遊具更新

を図るとともに、一昨年の大雨浸水により

利用者の皆様に御不便をおかけしておりま

した河川敷ソフトボール場にかわり、旧美
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幌中学校グラウンドにソフトボール場２面

を整備することといたしました。 

 今後も、子供からお年寄りまでの憩いの

場としての空間づくりに取り組んでまいり

ます。 

 住宅事業につきましては、平成２３年度

から７年間実施しております住宅リフォー

ム促進事業について引き続き実施し、住環

境の改善に取り組んでまいります。 

 本町の公共下水道事業につきましては、

全道の町村に先駆け、昭和４８年から着手

し、昭和５６年の供用開始から３７年が経

過していることから、終末処理場及び管渠

など施設の老朽化が進んでおります。 

 このため、下水道ストックマネジメント

計画を策定し、老朽化した施設の維持管理

を適正に行うとともに、下水道長寿命化計

画に基づき終末処理場設備更新事業が本年

度で５年次目となり、あわせて管渠の更新

も進めてまいります。 

 今後とも、安定した下水道サービスと効

率的な維持管理に向け、経営基盤の強化も

図ってまいります。 

 水道事業におきましては、水道事業計画

を策定し、水道施設耐震工事や施設整備、

さらに老朽管の更新を計画的に進め、住民

生活に欠かすことのできない重要なライフ

ラインとして、低廉で、良質、安全な水道

水の供給に努めてまいります。 

＜夢を育む体験、あたたかい人をつくるま

ちづくりについて＞ 

 急激な人口減少、少子高齢化が進む中

で、園児数、児童数、生徒数も減少してい

る中、地域における教育の充実が重要とな

ってきており、美幌町のあすを担う人材を

地域が一体となって育成し、このことによ

り、美幌町の未来が開かれていきます。 

 教育の総合的な政策の方針として、美幌

町総合教育会議において平成２７年度に策

定されました美幌町教育大綱の基本目標で

ある「夢を育む体験！あたたかい人をつく

るまちづくり」に基づき、知育・体育・徳

育の調和のとれた教育環境づくりを推進

し、子供たちが生き生きと学び育つことが

できる施策を積極的に講じてまいります。 

 学校教育においては、確かな学力を育む

学力向上と教育環境の充実に向け、小学校

の３５人学級の推進を引き続き行うととも

に、教育支援員を各小学校に配置し、学力

向上の取り組みを進めてまいります。 

 また、小中学校に特別支援介助員を継続

配置し、特別支援教育の充実に取り組み、

子ども発達支援センター、保育園、各小中

学校との連携により、子供の教育ニーズに

応じた支援、充実を図ってまいります。 

 各小中学校において豊かな学校生活と学

習環境の向上を図るため、施設や教材の整

備を積極的に進め、さらには、各小中学校

にＩＣＴ機器の配置を計画的に進め、学習

機会の提供を図りながら、学力向上につな

げていく取り組みを進めてまいります。 

 食育においては、子供たちに地元産加工

品での給食提供を行うことで、食や地元へ

の理解を深める取り組みを引き続き進めて

まいります。 

 町民会館「びほーる」は、オープンから

６年目を迎え、利用率も高く、文化振興の

拠点施設として重要な役割を果たしており

ます。 

 引き続き、町民の皆様がさまざまな芸術

や文化に触れ、感じられる機会の提供、鑑

賞事業の充実を図り、文化振興に努めてま

いります。 

 また、町民の皆様に御不便をおかけして

おりました町民会館の改築につきまして

は、平成２８年度より工事に着手し、本年

９月のオープンを予定しているところであ

ります。 

 さまざまな機能を有している施設であ

り、多くの町民の皆様が快適に利用いただ

けるよう、オープンに向けた準備を進めて

まいります。 

 スポーツ振興につきましては、小中学生

を初め、本町のアスリートたちが多くの全
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国・全道大会において活躍しております。

これらの灯を消すことのないよう、その活

動拠点となりますスポーツ施設の充実と全

国・全道競技大会選手派遣補助などを積極

的に進めてまいります。 

 スポーツ施設としましては、本年度、ス

ポーツセンターの耐震改修工事を行い、ま

た、冬期間の健康増進やスポーツ練習場の

確保を図るため、屋内多目的運動場の建設

に向けた設計に取りかかることといたしま

した。 

＜創意と工夫を活かし、誇れるまちづくり

について＞ 

 少子高齢化、人口減少などがもたらす将

来への不安をぬぐい切れない中、私たち

は、知恵と工夫と努力により未来を切り開

いていかなければなりません。 

 そのために、地域全体で人をつくり・育

て、産業と自然を守り、未来を切り開いて

いくための創意と工夫が求められておりま

す。 

 自治基本条例に基づき、さまざまな情報

を共有しながら、びほろの未来をより力強

く確かなものにするために、町民・議会・

行政との連携を一層強め、一人一人の知恵

と行動力を生かしたまちづくりに取り組ん

でまいります。 

 地方の財政運営について政府は、平成３

０年度地方財政計画において、歳出を前年

度より約３,０００億円多い８６.９兆円と

し、０.３％の伸びとしたところでありま

す。平成２７年度に創設されました、ま

ち・ひと・しごと創生事業につきまして

は、創設時と同額の１兆円の確保が引き続

き図られました。 

 地方交付税においては、昨年の１６.３兆

円から１６兆円と２％の減となり、一方で

臨時財政対策債も３.９兆円で１.５％の減

となったところであります。 

 本年２月に一部改定をいたしました第２

次美幌町財政運営計画では、後期計画期間

である平成３０年度から平成３４年度まで

の財政試算を行ったところ、人口減少など

による自主財源の減少、高齢化による扶助

費の増及び老朽化、耐震不足などから公共

施設整備の増が見込まれることから、基金

残高が減少していく試算となりました。 

 このような状況から、事業の選択と集中

化を図り、将来像を見据え、予算編成に臨

んだ結果、平成３０年度の予算規模は、一

般会計では３年連続の１００億円超えとな

る１０９億１,２２８万６,０００円となっ

たところであります。 

 今後、多額の費用を要する役場及び消防

庁舎改築、その他の公共施設耐震化及び長

寿命化、国保病院医療機器更新、農業基盤

整備事業などに加え、人口減少、少子高齢

化に伴う就業人口減少や社会保障費の増大

など一層厳しさが増していく状況が明らか

となっております。 

 厳しい時代に耐え得る財政基盤の構築と

あわせ、人口減少問題に真正面から取り組

むための財政確立が必要であり、第２次財

政運営計画に基づく長期的視点に立った財

政運営に努めながら、健全財政のもとで行

政サービスの維持を確立していく必要があ

ると考えております。 

【むすびに】 

 以上、平成３０年度の町政執行に当たり

まして、私の考えを申し上げました。 

 日本は今、人口減少問題、経済再生、財

政再生、震災復興、社会保障改革、地方創

生など大きな課題を抱え、改革と選択の時

期にあります。今まさに、戦後多くの国民

が復興を目指し、数多くの御苦労と御努力

により築き上げてきた社会の転換期を迎え

ております。 

 美幌町におきましては、昨年、明治２０

年に戸長役場を設置以来１３０年の記念す

べき年でありました。 

 今、人口減少を初め、高齢化、経済活性

化など、かつて経験のしたことのない課題

が山積しており、これらの課題に的確に対

応を図り、未来へ引き継いでいく責任が私
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たちにはあります。 

 多くの経験と知恵と工夫をいかんなく発

揮し、さらに前ヘと進んでいくため、町民

の皆様、議員各位、そして行政がさらなる

連携のもと、地域が一丸となり、確かな歩

みを刻みながら、未来に夢のあふれるまち

づくりを進めていきたいと考えておりま

す。 

 第６期美幌町総合計画の将来像にありま

す「ひとがつながる、みらいへつなげる 

ここにしかないまち びほろ」の実現を図

るため、全ての方々がそれぞれの立場、持

ち場で全力を挙げていただくようお願いす

るとともに、町民の皆様並びに議員各位に

今後とも一層の御理解と御協力、さらには

お支えを心からお願いを申し上げ、町政執

行に当たっての方針といたします。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。

再開は１４時５０分とします。 

午後 ２時３８分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時５０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、平成３０年度教育行政執行方

針について、教育長の発言を許します。 

 教育長。 

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 平成３

０年度美幌町教育行政執行方針を述べさせ

ていただきます。 

【はじめに】 

 平成３０年度予算の御審議をいただく美

幌町議会定例会におきまして、教育行政の

執行方針について述べさせていただきます

ことに深く感謝を申し上げますとともに、

議員並びに町民皆様の御理解と御協力をお

願い申し上げます。 

 さて、情報化やグローバル化といった社

会変化が急速に進む中、少子・高齢化によ

る人口減少に伴う人口構造の変化は、美幌

町にとって喫緊の課題であり、美幌の未来

を担う子供たちの教育は極めて重要になっ

ています。 

 子供たちを取り巻く環境が激しく変化す

る中、ふるさと美幌で子供たちが生き生き

と学び育つことができ、あらゆる世代が生

涯にわたり、みずから学び、個々の学習の

成果を地域社会で生かせるよう、教育、学

術及び文化の振興に関して総合的に施策を

進める必要があると考えます。 

 教育委員会として、町民の皆様や全ての

教育関係者の皆様とともに、教育大綱を共

有し、明確な教育行政執行の方向性を示す

中で、多くの皆様から御意見をいただきな

がら、引き続き、顔の見える教育委員会と

して、さまざまな教育課題について積極的

に取り組んでまいります。 

【教育行政に臨む基本的な考え方】 

 美幌町の教育の基本である美幌町教育目

標の実現を目指して、美幌町教育大綱並び

に第６期総合計画や第７次社会教育中期計

画の具体的な推進を図るとともに、総合教

育会議において、十分に町行政との連携を

図りながら、美幌町の教育充実のため、次

のとおり重点施策を展開してまいります。 

 また、効果的な教育行政の推進と町民へ

の説明責任を果たすため、引き続き外部評

価を行い、町民の皆様に公表し、検証内容

を十分に生かした教育行政を進めてまいり

ます。 

【重点施策の展開】 

≪幼児、学校教育の充実≫ 

 学習指導要領の生きる力を育むという理

念のもと、知育（確かな学力）、徳育（豊

かな心）、体育（健やかな身体）の調和の

とれた教育環境づくりを推進します。 

 また、平成２９年４月に全面改訂となる

新学習指導要領が公示され、小学校は平成

３２年４月から、中学校は平成３３年４月

から全面実施されます。そのため、今年度

から、小学校においては、移行期間の１年

目として、教育課程の確実な実施、中学校

においては、次年度からの移行期間に向け

て、周到な準備を図ってまいります。 
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 特に、今年度から始まる小学校の道徳の

教科化と中学年からの外国語活動について

は、指導方法の工夫や教員の研修体制など

重点的に進めてまいります。 

 あわせて、学校・家庭・地域がそれぞれ

の役割を果たしつつ、社会全体で連携・協

働する地域とともにある学校づくりに取り

組んでまいります。 

＜幼児教育の推進＞ 

 町内私立幼稚園については、今年度か

ら、子ども・子育て新制度に移行するよう

準備が進められており、直接のかかわりは

少なくなりますが、幼児期と小学校の円滑

な接続については、今後もより重要となる

ことから、要保護児童対策地域協議会や、

支援が必要となる児童情報の共有が図られ

るよう、発達支援センター、幼稚園、保育

園との連携を図ってまいります。 

＜学校教育の推進＞ 

 確かな学力の向上。 

 算数科、国語科の充実強化。 

 引き続きチーム・ティーチング、習熟度

別指導や道教委のチャレンジテストの活用

など、基礎的、基本的な学力向上に向けて

取り組んでまいります。 

 町費による教育支援員については、各小

学校に継続して配置し、主に算数科及び国

語科において、低・中学年を中心にきめ細

かな指導を行い、確実な基礎学力の定着に

向けた取り組みを進めてまいります。 

 このほか、長期休業中において、地域の

大学に在学する大学生ボランティアによる

学習サポート事業を年間１０日間、全小中

学校で継続して実施いたします。 

 あわせて、退職教員等による放課後学習

サポートを初め、親子国語教室の開催や家

庭学習の手引き、生活リズムチェックシー

トなどの活用の呼びかけ、保護者との連携

に努めながら、家庭学習の習慣化を図って

まいります。 

 小学校３５人学級の推進。 

 ３５人を超える学級を有する小学校に対

し、町費により臨時教員を１名配置し、児

童一人一人の理解度や興味・関心を踏まえ

た、きめ細やかな学習指導を継続して実施

いたします。 

 国際理解教育。 

 小学校では平成３２年度から、中学年は

年間３５時間の外国語活動、高学年は７０

時間の教科としての外国語科が実施されま

す。 

 今年度は、移行期間１年目として、中学

年は新たに１５時間、高学年は１５時間増

の５０時間の外国語活動を実施いたしま

す。 

 授業時間については、教育課程や業務・

会議等の効率化により、週当たりの授業時

間をふやすことで対応していきます。 

 また、今年度もＡＬＴ１名の配置を継続

し、担任による指導のサポートにより、小

学校の外国語活動と中学校の外国語科の充

実を図ってまいります。 

 授業改善の充実。 

 学習規律の確かな定着。 

 「確かな学力」を支える基盤づくりのた

め、各学校においては、学習規律の定着を

重点として取り組んでおります。 

 昨年は、小学校から中学校への円滑な接

続の観点も含めて、各学校別の学習規律を

集約して策定した美幌町学習規律スタンダ

ードの取り組みを各学校で進め、成果があ

らわれております。今年度は、さらに美幌

町学習規律スタンダードの確実な定着を図

るため、全校が一致した、より具体的で確

かな取り組みを推進してまいります。 

 あわせて、小中学校教員の相互交流や、

学校種間の連携等を推進してまいります。 

 授業改善推進チームの活用。 

 児童一人一人の「確かな学力」の向上に

向けて、各小学校に１名ずつ配置している

授業改善推進教員で構成される授業改善推

進チームの取り組みが３年目となりまし

た。児童の学力の定着にあわせ、担任との

授業づくりの推進や初任教員の指導力向上
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等の成果もあらわれております。 

 今年度は、さらに推進教員と担任との連

携を深化し、全小学校の児童の基礎的、基

本的な知識や技能の確実な定着を図ってま

いります。 

 公開研究会の実施。 

 昨年度は、全ての小中学校が校内研修の

成果の発信として、公開による研究会を実

施し、校内研修の充実や教員の指導力向上

などの成果を上げております。 

 今年度も、授業改善のより一層の充実に

向けて、全ての学級の公開授業とグループ

による研究協議を柱とした公開研究会の実

施を進めてまいります。 

 健やかな身体の育成。 

 健康保持。 

 子供たちの健康の保持増進を図るため、

定期的な健康診断を基本として、感染症の

予防に努め、小学校では、虫歯予防対策の

ため、フッ化物洗口を継続して実施いたし

ます。 

 中学校では、喫煙、危険ドラッグを含む

薬物乱用防止教室を開催するなど、適切な

保健管理、指導を行ってまいります。 

 体力向上。 

 運動習慣の定着に向け、全ての学年で新

体力テストの実施や、全国体力・運動能

力、運動習慣等の調査結果を踏まえた一校

一実践など、学校の特色を生かした効果的

な体力の向上に取り組んでまいります。 

 また、地域の協力のもと、水泳、スキ

ー、スケート授業において、外部講師を生

かした体育授業を引き続き実施してまいり

ます。 

 生活習慣。 

 子供たちの望ましい生活習慣の定着に向

け、これまで推進してきました「早寝・早

起き・朝ごはん運動」について、成果と課

題を明確にしながら、家庭と連携して進め

るとともに、学校や家庭における生活リズ

ムチェックシートの積極的活用や、社会教

育による通学合宿事業をより充実して進め

てまいります。 

 あわせて、学校、家庭での食に対する生

活習慣の改善など、食育の推進にも努めて

まいります。 

 豊かな心の育成。 

 道徳科への対応。 

 いじめの問題への対応や道徳の時間の充

実のために、小学校は今年度から、中学校

は次年度から、教科としての道徳、道徳科

が始まります。 

 小学校においては、一部改正学習指導要

領施行のもと、道徳科において、体験や教

科書の教材等をもとに、考え合うことを通

して道徳性を育むことを目標に、児童生徒

が主体的・対話的に考え合う授業が求めら

れております。そのためにも、道徳の授業

づくりの研修や道徳の授業公開、さらに

は、地域の人材やさまざまな教育資源を活

用した道徳科の充実を図ってまいります。 

 いじめ対策。 

 いじめ問題やネットトラブルなど、児童

生徒を取り巻く環境が複雑かつ多様化して

いる現状を踏まえて、生徒指導のための研

修会や情報モラル教育の充実を図ってまい

ります。 

 さらに、平成２９年３月の文部科学省、

平成３０年３月の北海道教育委員会によ

る、いじめの防止等のための基本的な方針

の改定をもとに、本年度は、美幌町いじめ

防止基本方針、各小中学校におけるいじめ

防止基本方針を改定いたします。 

 読書習慣。 

 読書習慣の定着のため、朝読書やボラン

ティアによる読み聞かせなど、読書活動の

充実を図るとともに、家庭での読書を通じ

て、家庭内のコミュニケーションを図る

「家読（うちどく）」を引き続き推進し、

子供たちの読書習慣の定着と望ましい生活

リズムの形成に努めてまいります。 

 また、今年度は、新たに図書館司書を派

遣して、各学校の読書の取り組みを支援す

るとともに、学校図書館の充実整備を図っ
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てまいります。 

 教育相談体制の充実。 

 教育相談体制として、教育相談室に教育

専門相談員、不登校問題相談員の専門的な

知識を持った相談員を配置し、問題を抱え

る児童生徒や不登校になっている児童生徒

に対して、家庭訪問や学校訪問による相談

や支援などを行っているほか、サテライト

授業による学習支援なども行っておりま

す。 

 また、気軽に保護者などが相談できるよ

う、定期的にしゃきっとプラザを会場とし

て、移動相談室を実施しています。 

 引き続き、これらの相談体制を継続さ

せ、問題解決に取り組んでまいります。 

 さらに、ＱＵテスト（楽しい学校生活を

送るためのアンケート）を全小中学校で実

施し、その結果をもとに、学級集団を捉

え、学級経営のあり方などの指導、相談、

支援を行ってまいります。 

 特別支援教育の充実。 

 特別な教育的支援を必要とする子供の教

育については、特別支援学級に在籍する児

童生徒に対し、各小中学校の学級編制等に

あわせて介助員１７名を配置するととも

に、インクルーシブ教育の理念を踏まえ、

障がいのある児童生徒一人一人の教育的ニ

ーズに応じた適切な教育支援を行うため、

個別指導計画と個別支援計画を作成し、関

係機関などと連携した効果的な指導や支援

に取り組んでまいります。 

 さらに、特別支援教育関係者への研修会

を実施するなど、特別支援教育のさらなる

充実を図ってまいります。 

 信頼される学校づくりの推進。 

 教職員の資質向上と服務規律の保持。 

 教職員の資質向上のため、個人研修や学

校外における各種研修を初め、組織的に取

り組む校内研修、授業実践交流、公開研究

会による授業の公開など、研究体制の充実

を積極的に進めてまいります。 

 また、教職員は、全体の奉仕者として、

法令等を遵守し、みずからの姿勢を正すこ

とのできるよう、教職員一人一人に対する

指導を徹底し、服務規律の厳正保持に努め

ます。 

 学校の運営改善と情報発信。 

 学校においては、教育活動やその他の学

校運営の状況について、みずから評価し、

その結果を公表する学校評価を複数回実施

するとともに、地域の教育力を積極的に活

用しながら、地域とともにある学校づくり

を推進してまいります。 

 あわせて、参観日や学校行事、学校だよ

りなどを通して、学校の状況や取り組みの

様子を保護者や地域に発信することを進め

てまいります。 

 学校給食と食育の推進。 

 「おいしく安全・安心な給食提供」に努

めるほか、今年度は、美幌高校やびほろ笑

顔プロジェクトが開発したアスパラパスタ

やびほろあんぱんなど、年４回程度、地場

産加工品の提供を行います。 

 今後も、地産地消の推進にあわせ、美幌

産農畜産物を可能な限り使用し、学校にお

いては、食育や地域農畜産業への理解を深

める取り組みを行ってまいります。 

 食物アレルギー対応を必要とする児童生

徒については、医師が作成する学校生活管

理指導表を保護者から学校に提出いただ

き、これに基づいたアレルギー対応を行っ

てまいります。 

 あわせて、保護者の負担軽減を図るた

め、学校生活管理指導表を作成する費用の

一部を引き続き助成してまいります。 

＜高等学校との連携・支援＞ 

 美幌高校が、町内唯一の高校として、多

様な教育機会の確保を図ることができるよ

う、継続して道教委に対する間口確保や教

育施設の充実を要請する取り組みを進めて

まいります。 

 また、農業科（生産環境科学科、地域資

源応用科）の応募生徒の減少に伴い、町外

から農業科に入学する生徒の保護者に対す
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る１０万円の助成を継続するとともに、道

内外が募集対象である農業科の入学機会に

支障が出ないよう、寄宿舎の維持運営に係

る支援を行ってまいります。 

 さらに、今年度から、農業科の入学希望

者に対するＰＲ活動として、ポスター及び

パンフレット等の生徒募集活動に係る経費

について支援を行ってまいります。 

 ＜学校教育施設環境の整備充実＞ 

 学校施設整備。 

 子供たちが快適で安心して学べる良好な

学習環境を維持するため、計画的な学校施

設設備の改修に努めてまいります。 

 今年度は、美幌小学校遊具修繕、東陽小

学校教育用コンピューターの更新、旭小学

校給湯機用煙突改修、美幌・東陽小学校無

線ＬＡＮ改修、美幌中学校校舎網戸改修な

どを実施いたします。 

 給食センターの施設整備では、開設後２

０年が経過し、各種調理機器や施設等が経

年劣化したことにより、毎年、計画的に修

繕を行い、今年度は、蒸気ボイラー、吸収

冷温水機、真空式温水機等の更新のほか、

調理室内蛍光灯の修繕などを行い、適切な

維持管理に努めてまいります。 

 スクールバス。 

 スクールバスの運行事業につきまして

は、旧町営バス路線を含め、委託８台、直

営１台の９台で運行しております。 

 運行に関しては、児童生徒の利便性、安

全運行に努めるのはもとより、少人数の登

下校時の場合にはハイヤーを代替として活

用するなど、引き続き経費削減と効率的な

運行に努めてまいります。 

≪生涯学習の充実≫ 

 幅広く多岐にわたっている社会教育の事

業においては、生涯を通じてお互いに学び

合い、高め合う、活力ある生涯学習の取り

組みを着実に進めてまいります。 

 社会教育事業の取り組みにつきまして

は、第７次美幌町社会教育中期計画の推進

目標・方針に基づきながら、いつでも、ど

こでも、誰でも学ぶことができ、そして、

町民ニーズにも十分応えられるよう、事業

の点検評価を踏まえながら取り進めてまい

ります。 

＜社会教育の推進＞ 

 学習活動の推進。 

 家庭教育。 

 教育の出発点である家庭や地域の教育力

を向上するために、幼稚園家庭教育学級へ

の活動支援やフレッシュママセミナーにお

いて、親子のつながりの大切さを学ぶ場

や、保護者同士の交流機会を提供すること

で、子供の健やかな成長につながるよう努

めてまいります。 

 少年教育。 

 おもしろキッズ共和国やこどもチャレン

ジクッキング、こどもちょっと体験教室、

通学合宿や中高生のボランティアリーダー

養成、おもしろ科学の祭典の開催支援など

各種事業を継続し、児童生徒がさまざまな

体験活動と知識の習得により、興味や関心

の幅を広げながら、みずから考え行動する

力を育んでまいります。 

 青年教育。 

 青年教育では、社会の一員として、まち

づくりに参画する青年交流会や、はたちの

つどいなど、青年の自主的な活動を推進す

るとともに、青年層への学習や研修の支援

も引き続き行ってまいります。 

 成人教育。 

 町民の自主的な学習活動を支援する、み

んなのまなび場応援事業やイマドキ講座を

初め、隔年で開催する美幌高校開放講座で

は、美幌高等学校と連携し、誰もが気軽に

参加できる学習の機会を提供してまいりま

す。 

 また、きらり女性セミナーや女性国内研

修派遣なども引き続き取り組みながら、女

性リーダーの育成を推進してまいります。 

 高齢者教育。 

 明和大学では、多くの仲間とともに、生

きがいのある充実した生活と生涯にわたる
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学習の場を提供し、高齢者の学びを支援し

てまいります。また、明和友の会や一般の

高齢者の方も対象とした明和大学公開講座

の継続や、アクティブシニアセミナーの開

催を継続し、高齢者への生きがいづくりや

学びの場を提供してまいります。 

 青少年健全育成の推進。 

 青少年対策。 

 青少年育成センターでは、青少年育成協

議会と連携しながら、青少年の健全育成や

非行防止活動が円滑に取り進められるよ

う、指導や支援に努めてまいります。 

 また、リトルウイングや子どもみまもり

隊による児童生徒への声かけ・見守り活動

や青色パトロールによる巡視活動など、引

き続き町民総ぐるみ運動として展開しなが

ら、子供の安全の確保や非行防止に取り組

んでまいります。 

 文化活動の推進。 

 芸術文化鑑賞事業の充実。 

 幅広い世代が、優れた芸術文化に触れ、

心を豊かに育めるよう、文化連盟や実行委

員会と協力しながら、質の高い芸術に触れ

られる機会を提供してまいります。 

 また、学校と連携して、小中学生向け鑑

賞プログラムの計画、吹奏楽技術講習で

は、指導者招聘事業を継続し、次世代を担

う若い世代の芸術育成や振興に一層努めて

まいります。 

 さらに、「びほーる」で開催する鑑賞事

業では、一流出演者のコンサートや舞台芸

術など、多彩で新たな企画を準備してお

り、家族みんなが親しみ、より幅広い町民

が鑑賞事業を親しめるよう努めてまいりま

す。 

 演劇ひろば。 

 表現活動の創出の場所として、演劇ひろ

ばを引き続き開設してまいります。子供た

ちが「びほーる」を活用しながら、演劇や

ダンス、歌など通じて、コミュニケーショ

ンや感性を高めながら、多くの表現活動の

発信や創出を行ってまいります。 

 スポーツ活動の推進。 

 スポーツ活動をさらに推進するために、

引き続き美幌町体育協会及びびほろスポー

ツクラブＢｅｅｔとの連携・協働を図りな

がら、各種競技スポーツ及び生涯スポーツ

の普及・振興に努め、安全で活動しやすい

環境づくりを推進してまいります。 

 また、各スポーツ団体における活発な活

動により、少年団や中高生、社会人選手が

さまざまな競技で全道・全国大会に出場

し、さらには、本町出身のスポーツ選手が

全国大会や国際大会で活躍されていること

は、これまでの活動の成果であり、町民に

大きな夢と希望を与え、今後も大いに期待

をしているところであります。 

 しかしながら、少子化や指導者の高齢化

による指導者不足は大きな課題であり、指

導者の育成や指導力向上への取り組みな

ど、競技大会に参加する選手や引率する指

導者への経費助成を継続するとともに、指

導者の養成に努め、指導者資格取得に対す

る助成を充実するなど、子供たちや保護者

が安心して活動できるよう環境づくりに努

めてまいります。 

 これまでのオリンピック・パラリンピッ

クの美幌町出身選手の活躍に引き続き、東

京オリンピック・パラリンピックにおいて

も本町出身選手の出場が予想され、町民の

スポーツヘの関心の高まりが期待されるこ

とから、それぞれのニーズに応じた活動に

取り組めるよう、スポーツの普及振興を引

き続き図ってまいります。 

 図書館活動の推進。 

 読書を好む子どもたちを育てるために

は、子供の読書習慣の形成と子供のための

読書活動の推進及び読書環境の整備が必要

であり、家庭、学校、地域との連携の充実

に向けて引き続き取り組んでまいります。 

 主な取り組みとしては、保健師並びにボ

ランティアとの連携はもとより、学校との

連携を図った子ども未来絵本０３６事業を

継続して取り組んでまいります。 
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 さらに、保護者に対して読み聞かせの大

切さや読書の重要性を伝えるとともに、図

書館の年間事業などをまとめた冊子を提供

することによって、図書館の有効活用を薦

め、家庭との連携の充実に努めてまいりま

す。 

 また、保育園、小学校などに出向いて行

っている読み聞かせボランティアの高齢化

や減少傾向への対策として、読み聞かせ読

み手養成講座を引き続き開設するととも

に、受講生の拡大を図るよう、夜間の講座

開設などにも取り組んでまいります。 

 あわせて、幼児期から外国語に触れる場

や触れるための資料の提供を目的として、

幼児を対象とした、「えいごとあそぼ」

（仮称）を試行的に取り組んでまいりま

す。 

 博物館活動の推進。 

 昨年、開館３０周年を迎えた博物館は、

ここ数年、入館者数が増加傾向にあり、よ

り一層多くの町民の皆様に、ふるさとの自

然や歴史、芸術などのすばらしさを知って

いただき、積極的に博物館を利用してもら

えるよう、魅力ある事業づくりを目指して

まいります。 

 教育普及では、「自然とアイヌの関わ

り」をテーマとした特別展及び「絵画の魅

力」をテーマとした企画展などの展示会の

開催を予定しております。 

 また、引き続き各種団体や学校教育とさ

らなる連携を図り、体験活動を主体とした

講座などの内容を拡充し、博物館教育につ

ながるよう努めてまいります。 

 文化財の保全・保護では、指定文化財の

点検、巡視を行うとともに、埋蔵文化財発

掘調査として、道営農地整備事業の豊高地

区・稲都福梅地区などにおける予備調査、

その他各種開発行為に伴う事前調査を予定

しております。 

＜社会教育施設環境の整備充実＞ 

 社会教育施設整備については、各種利用

団体との協議や要望、利用の実態などを踏

まえ、計画的に取り進めております。 

 平成２８年９月に着手しました町民会館

改築工事は、本年７月の工期完了に向け、

引き続き事業の推進を図るとともに、本年

度は、外構工事やテーブル、椅子などの備

品の整備を進め、本年９月にオープンを予

定しております。 

 また、改築のオープン記念事業として、

音楽を中心としたイベントなどの開催を検

討しております。 

 新たな町民会館は、耐震性能、防火性能

を備え、ユニバーサルデザインにより、誰

もが気軽に利用しやすい施設となり、「び

ほーる」と連動した文化・芸術活動の拠点

施設として、地域に愛される施設を目指し

てまいります。 

 スポーツ施設の整備については、スポー

ツセンターの耐震補強工事及び大規模改修

工事を行い、施設の長寿命化にあわせて、

安全で利便性の向上に向けた整備を行って

まいります。 

 工事期間中は御不便をおかけしますが、

町民の皆様の御理解と御協力をお願いいた

します。 

 屋内多目的運動場整備では、現在策定中

の基本設計に基づき、実施設計を取りまと

め、平成３２年度に完成できるよう事業の

推進を図ってまいります。 

【むすび】 

 以上、平成３０年度の教育行政執行に当

たり、教育委員会の方針を申し上げまし

た。 

 教育委員会といたしましては、町行政や

関係機関との連携はもとより、家庭や地域

と協働して、これからのふるさと美幌を担

う子供たちが健やかに成長できるよう、ま

た、町民一人一人が生き生きと学び続け、

豊かな人生を送ることができるよう、全力

で取り組んでまいります。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

再開は１５時３５分とします。 

午後 ３時２６分 休憩 
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――――――――――――――――――― 

午後 ３時３５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４９ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第４９ 一般

質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君）〔登壇〕 それで

は、先に通告しております、１点目、美幌

駐屯部隊充実整備期成会の活動について、

２点目、ＪＲ石北線問題について、３点

目、美幌町街路灯等ＬＥＤ化事業について

の三つについて質問させていただきます。 

 １点目、美幌駐屯部隊充実整備期成会の

活動について。 

 私の過去の提言を踏まえて、今まで期成

会としてどのような活動をしてきたのか。 

 平成２７年６月の一般質問で、期成会の

陳情活動の現状と成果の中で、即応機動旅

団、連隊の改編、新編等、中期防衛力整備

計画に即した要望とか、部隊の低充足の現

状など、美幌駐屯地各部隊の特性を踏まえ

た要望をしていくことが重要であると提言

をさせていただきました。 

 また、平成２８年１２月の一般質問で

は、防衛省側とのマッチングした要望が大

事ということで、長距離射撃訓練施設の設

置要望の削除経緯について、陳情要員の選

考においては、自衛官ＯＢ、いわゆる隊友

会会員を毎回含めるべきと提言をさせてい

ただきました。 

 これらの提言を踏まえて、今まで期成会

としてどのような活動をしてきたのか、成

果はあったのか、お聞かせください。 

 ２点目、ＪＲ石北線問題について。 

 美幌町として、廃止になった場合の影響

をどのように分析しているのか。 

 ＪＲ石北線問題については、今までに多

くの議員の方があらゆる角度から多々質問

しているところでありますが、また、別の

角度、観点から質問をさせていただきま

す。 

 ＪＲ石北線の廃止については、沿線自治

体を含め、関係自治体等の統一意見とし

て、廃止反対と認識しています。 

 それら、理由として、明確に理解してい

ませんが、一番重要な点として、農産物、

加工品等の物流への影響、いわゆるトラッ

ク輸送と比較して、一度の輸送量、コスト

が低廉、次に、地域住民の廉価な移動手段

が少なくなること、それと、観光客の入り

込み減少といった影響が反対理由なのかと

思うわけですが、美幌町にとって、廃止の

影響をどう分析しているのか、廃止になる

ことの影響と、逆に、廃止になったときの

利点はあるのかないのか、その点につい

て、お聞かせください。 

 ３点目、美幌町街路灯等ＬＥＤ化事業に

ついて。 

 今年度実施した調査結果に基づく今後の

事業予定について。 

 美幌町街路灯等ＬＥＤ化事業の趣旨は、

環境に配慮したまちづくりの実現と美幌町

が負担する電気料金の軽減であり、今年度

に現状調査、来年度以降街路灯等のＬＥＤ

化と承知していますが、本事業を実施する

こととなった経緯、調査結果に基づく今後

の事業予定についてお聞かせください。 

 以上、３点について、よろしくお願いを

します。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 戸澤議員

の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

 初めに、美幌駐屯部隊充実整備期成会の

活動について、私の過去の提言を踏まえて

今まで期成会としてどのような活動をして

きたのですか、についてでありますが、美

幌駐屯部隊充実整備期成会におきまして

は、年度当初に総会を開催し、年間の事業

計画、陳情活動の基本的な考え方を協議す
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るとともに、陳情の実施に当たっては、役

員会を開催の上、具体的な陳情内容と陳情

者を決定しているところであります。 

 道内陳情においては、第５旅団、第１特

科団、北部方面総監部に対し、期成会の会

長のほか、役員、隊友会、家族会、女性協

力会などの協力諸団体を含め、２０人前後

で実施しております。 

 中央陳情につきましては、防衛省内局、

陸上幕僚監部、地元選出及び防衛関係の国

会議員に対して、期成会の会長及び副会長

に協力諸団体を加えた５名程度で実施して

おります。 

 陳情の成果については、具体的にお示し

できる状況にはございませんが、美幌駐屯

地と美幌町が深いきずなで結ばれているこ

と、部隊の規模縮小は地域の存続に大きな

影響を与えることなど、地域の実情、町民

の思いを強く訴えることにより、陸上自衛

隊の体制見直しが進む中、美幌駐屯部隊へ

の影響を最小限に抑えることができたもの

と受けとめております。 

 しかしながら、隊員数は、この３０年間

で半減しており、減少傾向の一途にあるこ

とも事実であります。 

 昨年、本町の人口は、２万人の大台を下

回りましたが、今後も隊員数の減少が続く

ことになれば、地域経済の衰退はもとよ

り、災害発生時の対応や各種イベントにお

ける支援など、今後のまちづくりに大きな

影響が及ぶものと考えているところであり

ます。 

 平成２５年１２月に策定された防衛計画

の大綱では、防衛力の質と量を必要かつ十

分に確保し、抑止力と対処力を高めるため

に、統合機動防衛力を構築するとの考えの

もと、陸上自衛隊にある１５個の師団、旅

団のうち、７個を機動師団・旅団へ改編

し、その中核を担う隷下部隊として、新た

に、即応機動連隊が編成されることになり

ました。 

 現行の中期防衛力整備計画（平成２６〜

３０年度）に基づき、平成３０年度末まで

に４個の師団、旅団が機動師団、機動旅団

へ改編されることになりますが、残る３個

については、次期、中期防衛力整備計画

（平成３１〜３５年度）に基づいて改編さ

れ、美幌に駐屯する第６普通科連隊の所属

する第５旅団も機動旅団へ改編されること

が見込まれております。 

 現在、国は、新たな防衛計画の大綱及び

次期中期防衛力整備計画の策定作業を進め

ており、年内には公表される見通しであり

ますが、我が国を取り巻く安全保障環境が

一層厳しさを増す中で、防衛政策を見据え

た具体的な陳情活動を展開する必要がある

と考えております。 

 町といたしましては、第５旅団の改編が

見込まれている現状を踏まえ、より積極的

な陳情活動を展開するため、期成会の事業

費を増額して、目に見える行動を実践して

まいりたいと存じます。 

 今後とも、町議会を初め、協力諸団体と

連携の上、美幌駐屯部隊の体制の維持と強

化を求めて、全力を尽くしてまいりますの

で、御理解と御協力をお願いいたします。 

 次に、ＪＲ石北線問題について。 

 美幌町として、廃止になった場合の影響

をどのように分析しているかについてであ

りますが、ＪＲ石北線問題については、石

北本線の維持、存続に向けて、広域的な対

応が必要であることから、オホーツク圏活

性化期成会では、部会を設置し、それぞれ

の部会において、維持、存続に向けた論議

を進めてきております。 

 石北線の必要性、重要性としては、４点

示されており、１点目としては、中核都市

等をつなぐ路線です。これは、中核都市で

ある札幌圏、旭川市と北見市、中核都市群

である網走市をつなぐ幹線であること。 

 ２点目は、広域観光ルートを形成する路

線です。これは、石北線沿線は、国の広域

観光周遊ルートに指定されており、今後、

国や道が進める観光立国に大きく寄与する



 

－ 46 － 

可能性が高く、オホーツク地域の観光客入

り込み数は、平成２７年度で、全道シェア

５％でありますが、観光素材も多く、今後

さらなる増加の余地があるということ、ま

た、女満別空港を中心とした２次交通とし

て、オホーツク圏と他の地域を結ぶ交通の

核を担っているということであります。 

 ３点目は、広域物流ルートを形成する路

線です。これは、オホーツク圏の貨物輸送

量は、年間で約３１万トンあり、現在、貨

物列車とトラック代行便で輸送しておりま

すが、トラック運転手の不足などの課題が

あり、貨物列車の輸送需要が高まることが

想定され、農業王国オホーツクとして、物

流の確保は重要であるということでありま

す。 

 ４点目は、地域の生活を支える路線で

す。これは、地域の通学、通勤、通院など

の生活を支える路線になっているというこ

とであります。 

 以上のことから、石北線は、必要かつ重

要な路線であり、維持、存続されるべきで

あるとしています。 

 次に、廃止の影響についてであります

が、物流においては、本町からは、タマネ

ギ、バレイショなどの農産物や砂糖、でん

粉などの加工品が輸送されております。 

 オホーツク圏として、全てがトラック輸

送での対応が可能となるか、また、輸送費

が現在より高くなり、コストの増加が懸念

され、さらには、消費者への安定供給を図

るためにも輸送手段を分散する必要がある

ということからも、廃止の影響は非常に大

きいものであると考えております。 

 地域生活における路線としては、学生の

重要な通学手段となっており、他の通勤、

通院にも利用され、日常的な足として利用

されております。 

 代替交通として、バスが考えられますが

北見市への登校時には一度に約１８０人乗

車することがあり、それをバスで対応でき

るかどうか、また、学生以外の利用者も含

め、バスを利用することになった場合、運

賃の負担増といった影響が考えられます。 

 廃止になったときの利点があるかないか

についてですが、石北線の必要性、重要性

について、さきに４点について御答弁申し

上げましたが、本町においても鉄路は必要

かつ重要であり、廃止の利点はないものと

考えております。 

 次に、美幌町街路灯等ＬＥＤ化事業につ

いて、今年度実施した調査結果に基づく今

後の事業予定についてでありますが、街路

灯、防犯灯のＬＥＤ化事業を実施すること

となった経緯についてでありますが、３点

あります。 

 １点目として、自治会が所有する防犯灯

について、電気料は町で負担し、設置と維

持管理の経費については、各自治会で行っ

ていましたが、自治会連合会や各自治会よ

り、それらが負担になっており、町で維持

管理をしてほしいとの要望があったこと。 

 ２点目として、水銀の規制により、２０

２０年に水銀灯が製造禁止となり、多くの

街路灯、防犯灯に使用されているランプが

入手困難となること。 

 ３点目として、ＬＥＤランプに取りかえ

ることにより、電気料金が軽減できるこ

と。 

 以上の３点の課題に対し、環境省のＬＥ

Ｄ照明導入促進事業の補助金活用の有無に

ついて検討した結果、街路灯、防犯灯のＬ

ＥＤ化事業を実施することといたしまし

た。 

 今後の事業予定についてですが、平成２

９年度の調査結果に基づき、町内全体の街

路灯、防犯灯２,３０８灯のうち、ＬＥＤ導

入予定灯数は現時点で２,２５０灯となって

おります。 

 ＬＥＤ導入工事は、本年９月から１１月

までの期間を予定しており、平成３１年度

から１０年リースにより支払いしていくこ

ととなります。 

 また、リース終了後は、町へ移管され、
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維持管理を行っていくこととなっておりま

す。 

 以上、御答弁させていただきました。 

 よろしくお願いをしたいと思います。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 
 もはや午後４時近くになりましたが、あ

らかじめ会議時間の延長をいたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 
――――――――――――――――――― 

◎日程第４９ 一般質問 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） それでは、美幌駐

屯部隊充実整備期成会の活動についてから

再質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、陳情についてお聞きいたします。 

 御答弁では、総会において、年間の事業

計画と陳情活動の基本的な考え方を協議

し、役員会において、具体的な陳情内容と

陳情者を決定するとお聞きいたしました。 

 ここに本年度の総会資料を持っています

けれども、陳情時期と陳情先は記載されて

いますが、どのような考え方で、何を陳情

しに行くのか、この総会資料からは見えて

きません。役員会が年に３回計画されてい

ますから、その中で検討されたと思うので

すけれども、ちなみに、今年度の陳情内容

はどのような過程で決定されたのか、ま

た、陳情内容は何だったのか、お聞かせく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 御質問の陳情

内容の決定経過、具体的な陳情内容でござ

いますけれども、１回目の答弁の中でも御

説明をさせていただいているように、期成

会の役員会において、陳情内容について、

こういうことでよろしいでしょうかという

協議をいただいた中で、それぞれ役員会に

諮って、こういった陳情の内容でことしの

陳情を実施したいという決定をさせていた

だいているところでございます。 

 ちなみに、ことしの具体的な陳情の内容

についてでございますけれども、まず１点

目が隊員の充足率の向上について、２点目

が長距離、１,０００メートルの射撃訓練施

設の設置について、３点目が火砲部隊の充

実強化についてという３点について陳情を

させていただいているところでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） まず、役員会で詳

細を決めておられるということで、これは

前年の内容がベースとなると思うのですけ

れども、当然、ベースとなるものがあっ

て、例えば、去年の陳情した結果がこうだ

ったけれども、こういうところが足りなか

ったから、ことしはここを修正して陳情に

いこうかとか、この内容については、ここ

に陳情に行ったけれども、もう少しここを

ふやそうかと、そういう成果と分析をやっ

て、当然、役員会に諮られていると思うの

ですけれども、その辺はいかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 陳情内容につ

きましては、毎年度、役員会の中で協議を

させていただいて、１回陳情していて取り

やめた陳情内容も、現状からいけば再度陳

情すべきだということも含めて、陳情内容

について協議しています。例えば、先ほど

説明をいたしました、平成２９年度、長距

離の射撃訓練施設の設置については、以

前、陳情していたのですけれども、一時
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期、これを取りやめて保養施設ということ

で陳情させていただいておりました。 

 しかし、現実的に、美幌の部隊、これら

をきちんと充実していくためには、美幌の

交通特性、矢臼別との距離を含めて、こう

いった施設が必要だろうということも含め

て、この要望内容についても平成２９年度

から再陳情をする形で整理をさせていただ

いておりますので、毎年、昨年の陳情内容

でよかったかどうかということも含めて協

議をさせていただいて、新たな陳情項目に

ついて決定をさせていただいているところ

です。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 先ほど、今年度の

陳情内容を伺ったら３点あったのですけれ

ども、平成２７年に、私は、即応機動旅

団・師団に改編される状況にありますの

で、それに基づいた陳情することが一番手

っ取り早いのではないですかということを

提言させていただいたのですが、その内容

については陳情されてなかったという認識

でよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 即応機動連隊につ

いては、ことしの１月５日に北海道新聞に

出ておりましたけれども、滝川がこれに該

当して、３５０人の隊員さんが新しい編成

がえで来るという記事を見まして、早速、

いろいろなところに問い合わせをしまし

た。さらに、町の担当職員を、千歳市が駐

屯地等連絡協議会の会長なものですから、

そちらのほうに派遣して、その確認を行っ

たところであります。 

 そうした中で、防衛計画の大綱、あるい

は、中期防衛力整備計画について、ことし

の８月ということは、ことしの概算要求に

間に合うようにというようなことだろうと

思いますけれども、それに向けて、本格化

するだろうという話をお聞きしました。 

 それで、過去の経過をずっと見てまいり

ましたけれども、全国に１５の師団、旅団

があるそうでありますけれども、そのうち

の七つの師団、旅団が即応的な師団、旅団

にかわるようです。その中においては、先

ほど答弁いたしました即応機動連隊が隷下

部隊として入るということであります。 

 そういう情報を得て、今回、防衛省に行

ったときも、陳情書には間に合わなかった

ものですから、この陳情については、駐屯

地から始まって、第５旅団、第１特科団、

第１特科群、北部方面総監部、陸幕という

手順を踏んでいくものですから、改めて、

その手順を踏むために、ペーパーをつくっ

て、お話をさせていただいて、陸幕に向か

って、その旨のお話をさせていただいたと

いう経過でございますので、御理解をいた

だきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 慌てて追加陳情し

たという理解をいたしました。 

 この話はまた後ほどさせていただきます

が、充足率の向上について陳情したという

ことで、平成２７年６月に私が一般質問さ

せていただいたことを酌んでいただいたの

かなということで感謝申し上げます。 

 この充足率の向上ですが、期成会とし

て、陳情以外にもできることというのはた

くさんあるのではないかと思います。 

 例えば、陸上自衛隊の編成定員ですが、

５１年大綱では１８万人でした。０７大綱

では減って１６万人です。そのうち常備自

衛官１４万５,０００人で、即応予備自衛官

は１万５,０００人です。これが、１６大綱

では、さらに減って、１５万５,０００人で

す。２５大綱では、若干ふえて１５万９,０

００人、これは常備自衛官１５万１,０００

人、即応予備自衛官８,０００人というよう

に、昭和５１年に策定した５１年大綱から

比べると、常備自衛官の数では２万人も削

減されています。また、海上・航空自衛官

も減少している状況です。 
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 今、編成定員のお話をさせていただきま

したが、実員となると、さらに減少いたし

ます。 

 平成２９年３月３１日末の防衛省の資料

によりますと、陸上自衛官で定数１５万８

６３人に対し、実員は１３万５,７１３人、

充足率では９０.０％です。海上自衛隊にお

いても９２.９％、航空自衛隊で９１.

５％、自衛隊全体で９０.８％の充足率とい

うことです。 

 このような状況が続くと、飛ばせない航

空機や動かせない艦船がふえます。陸上自

衛隊においても、１人の隊員が小銃を持

ち、機関銃を持ち、そして対戦車火器まで

も持つという事態に陥ってしまうのではな

いかと思います。それらは、すなわち防衛

力の低下につながってきます。 

 なぜこのような状況になるのかという

と、一つに防衛予算があると思います。 

 昨年１２月２２日に閣議決定された平成

３０年度の防衛予算は、在日米軍の再編関

連経費を除いて４兆９,３８８億円です。そ

のうちの２兆１,８５０億円、４４.３％が

人件費と糧食費となっております。装備品

関連の今年度負担が約４０.３％あります。

残り１５.４％、約７,６００億円が平成３

０年度に使用できる自衛隊の予算です。そ

の中で、隊舎の維持管理や教育訓練等を行

っているという状況になります。 

 隊員数をふやすには予算が要ります。こ

れも、防衛白書からですが、２００７年

度、１０年前の全国の国防費を１とした場

合、２０１７年、去年の時点でどうなって

いるかというと、日本は１.０２倍、アメリ

カは１.０８倍、欧州が１.６０倍、韓国が

１.６５倍、ロシアが２.０倍、中国が３.０

１倍となっております。１０年前と比べ

て、各国がいかに防衛に力を入れているか

がわかると思います。 

 長くなりましたけれども、自衛官は、み

ずから充足をふやしてくれとか、防衛費を

ふやしてくれとか言えない状況です。期成

会あるいは北海道の駐屯地等連絡協議会が

主体となって声を挙げることが必要ではな

いでしょうか。 

 例えば、期成会として防衛費の増加、隊

員数の増加について、署名活動をして、陳

情にあわせて請願することもできると思い

ます。 

 美幌の期成会が旗印となり、署名・請願

運動を拡大し、北海道内、ひいては全国に

発展させる、そのような活動こそ重要では

ないかと思います。それらが結果的に美幌

駐屯地の充足率向上にもつながりますし、

隊員の処遇改善にもつながると思います。 

 町長、そういった活動をぜひ展開してみ

てはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） いろいろお話しし

ていただいたので、もし答弁が漏れていた

ら御指摘をいただきたいと思います。 

 まず、充足率の関係ですけれども、一般

的に、今、お聞きしますと、普通科連隊で

７０％台というお話も聞いておりますし、

第１０１特科大隊に至っては４０％台とい

うことで、これはゆゆしき問題だと思いま

す。 

 なぜかというと、４０％台では通常の形

で編成を組めないと思っていますので、こ

れらについても陳情の中でいろいろ話をさ

せていただいておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

 また、防衛予算の関係についても、私

は、オール北海道の１７９市町村プラス北

海道が加盟する北海道の駐屯地等連絡協議

会の副会長をやっておりまして、その中で

も防衛費の問題がいろいろと出てきていま

す。私も、機会を捉まえてしっかりと発言

をさせていただいておりますので、今後に

おいてもしっかりと発言をしてまいりたい

と思います。 

 そして、今、いろいろな提言をいただき

ましたけれども、美幌町としてそういう取

り組みをしてはどうかというお話がありま
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した。これらも参考にしながら、今後どう

できるかについては検討課題とさせていた

だきたいと思っております 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 先ほど、９０.８％

というお話をさせていただきましたが、こ

れは全国平均です。今、南西諸島とか、中

国関係の動きが非常に厳しい状況にあると

いうことで、西方を、当然、陸上自衛隊に

しても、海上自衛隊にしても、航空自衛隊

にしても重要視しているということで、人

は変わらないけれども、そこの部隊の充足

を上げるためにはどうしたらいいかという

ことで、やはり、ロシアの脅威が弱いとい

う認識のもと、北海道の部隊、東北の部隊

がみんな向こうのほうに行っているわけで

す。 

 美幌の部隊は９０％以下で、今、町長は

７０％とおっしゃいましたけれども、おお

むねそのぐらいの充足率しかないというこ

とで、西方で頑張っている隊員以上に美幌

駐屯地の隊員は非常につらい思いをして頑

張っていることも御理解いただきたいと思

います。 

 先ほど、署名活動をして請願してはどう

かという一例を挙げましたけれども、陳情

活動だけではないということを御理解いた

だいて、いろいろ分析していただいて、活

動をもっとふやしていただければと思いま

す。 

 次に、即応機動連隊の改編についてで

す。 

 ２５大綱において、機動運用部隊とし

て、３個機動師団、４個機動旅団、１個機

甲師団、１個空挺団、１個水陸機動団、１

個ヘリコプター団が計画されて、中でも、

４個機動旅団のうち、２個機動旅団を今中

期まで、残り２個機動旅団は次期中期へ持

ち越しとされました。 

 その先陣を切って、今月末には香川県の

善通寺にある第１４旅団が機動旅団、その

隷下部隊である第１５普通科連隊が即応機

動連隊に改編されます。 

 その１５即応機動連隊の編成の概要を見

ますと、本部管理中隊と３個の普通科中

隊、これは今までの編成です。それのほか

に、１６式機動戦闘車（ＭＣＶ）を装備し

た、機甲科職種ということで、５旅団で言

うと鹿追駐屯地にある第５戦車隊から成る

機動戦闘車隊、火力支援中隊となっていま

す。 

 これを見ますと、今よりも編成人員は若

干ふえると思われます。 

 また、平成３１年３月末には、報道であ

りましたように、滝川にある第１０普通科

連隊の即応機動連隊への改編が決まったと

ころです。これで、今中期における２個旅

団は決まってしまいました。もし平成２７

年の段階に検討していただければ、滝川の

かわりに美幌がなっていたのかもしれませ

ん。 

 このような状況から、５旅団の改編は次

期中期、平成３１年度以降となってしまっ

たということで、群馬県にあります１２旅

団が先なのか、５旅団が先なのか、今のと

ころ不明です。また、５旅団が改編される

にしても、即応機動連隊はその中の１個連

隊ですから、帯広の第４普通科連隊なの

か、釧路の第２７普通科連隊なのか、はた

また美幌の第６普通科連隊なのか、決定は

しておらず、どこになるのか不明の状況で

すが、第６普通科連隊の即応機動連隊の改

編について、町長としてどのようにお考え

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今、御指摘いただ

いたとおりであります。 

 我々もそこまでの情報は持っていまし

て、それは防衛白書を見れば出ておりまし

て、それ以降の話がどうなっていくかは、

なかなか難しい問題もあるようです。 

 いずれにいたしましても、道内の第１１

旅団と第５旅団の改編については、平成３
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０年度以降の改編によるということであり

ますので、第５旅団の中にも、今おっしゃ

ったように、第６普通科連隊が美幌、第４

普通科連隊が帯広、第２７普通科連隊が釧

路ということで、どこになるかわからない

というような話ですけれども、我々として

は、交通の要衝にあるとか、矢臼別に近い

であるとか、ほかではなし得ない美幌の特

性がポイントになってくるのではないかと

思っておりますので、そんなこともしっか

りと訴えて、ぜひとも我が町に即応機動連

隊を誘致したいという思いで、今後、全力

を挙げて活動してまいりたいと思っている

ところでございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 町長の思いはわか

りました。 

 これは、多分、釧路町長も帯広市長も同

じ思いだと思うので、三つどもえの戦いで

す。本当にどこに行くかわかりません。そ

して、同じような陳情をしていたら、やは

り、どこなのかなというのもわからないと

思います。ほかがやっている陳情をやるこ

とはもちろん、それ以外のやり方も考えな

いとなかなか誘致はできないと思います。 

 例えば、即応機動旅団あるいは即応機動

連隊の任務は何なのかというと、軽易に物

を運んで、どこにでも行ける部隊であると

いうことです。地域利点もいろいろ考えな

がら、美幌のほうが全国展開するには便利

です、飛行場もあります、網走港も近いで

す、網走港にはおおすみも入ってこられま

す、輸送できます、そういうのをいろいろ

勉強して訴えていかないと、なかなか実現

しないと思います。 

 改編については、地元の部隊、６連隊の

部隊がどう思われているのかも重要な話だ

と思うのですけれども、その辺について部

隊関係者とお話をしたことがありますか。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） ただいまの御

質問ですけれども、定期的に、おおむね月

に１回程度ですが、私と担当者が駐屯地に

上がりまして、情報交換あるいは情報の共

有を図った中で、今後の陳情活動をどのよ

うに展開していくか、お互いに意見交換を

しております。 

 また、私は、１月に駐連協の事務局を抱

えております千歳市に行ってまいりまし

た。道内全般の自衛隊の情勢を熟知してい

る市でありますので、今後の陳情活動を行

う上でいろいろなアドバイスをいただいた

ところであります。 

 いずれにしても、この機会を逃してはな

らないと思いますので、先ほど町長が話し

たとおり、恐らく８月ぐらいが最終の山場

だと思いますので、この３月、４月で重点

的に、地域の声をしっかり訴えていきたい

と考えております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） ６連隊長、今の司

令も昨年１２月でかわったばかりですの

で、部隊の意向としてどんなふうに思って

いるのかなというぐらいは掌握しておいた

ほうがいいと思います。何か機会があれ

ば、町長みずからお聞きしてみるのも一つ

の手かなと思います。 

 余り時間がないので、次に、防衛講話に

ついてお聞きしたいと思います。 

 これは、総会資料に中に、期成会の事業

として防衛講話をやるように記載されてお

りましたけれども、一昨年、千葉元総監が

駐屯地に来られて、駐屯地の中で講話をや

ったというのは記憶しておりますが、期成

会が主催した防衛講話は最近余り聞かない

と思うのです。最近の実績は何かあるでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務主幹。 

○総務主幹（小室保男君） 直近の防衛講

話につきましては、平成２８年１０月に、

元北部方面総監であった方をお招きして防

衛講話を開催しております。 
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 今年度につきましては、いまだ未開催で

ありますので、新年度に入ろうかと思いま

すが、早い時期に防衛講話を開催できるよ

うに努力してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 防衛講話について

も非常に重要だと思います。防衛に関心を

持っていただく、あるいは現状を知ってい

ただくという観点も含めて期成会として非

常に重要な事業だと思いますので、ぜひ展

開していただきたいと思います。 

 その中で、先ほど私が言いました自衛隊

の現状が今どうなっているのだろうか、今

後の自衛隊はどのようになるのだろうか、

今の人員で足りるのか、防衛予算が足りて

いるのかという内容の話を専門家から聞い

て勉強していくことも大変重要かと思いま

す。 

 元自衛官に限らず、防衛の専門家等々に

依頼をして防衛講話を開催していただける

ことを切に望んでおりますが、いかがでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 美幌町で防衛講話

を開くと、びほーるが常に満杯になるぐら

い多くの方に足を運んでいただいておりま

す。戸澤議員と気持ちは一緒でありますの

で、この部分についてもしっかり取り組ん

でいきたいと思っています。どうかその点

については御理解をいただきたいと思って

おります。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 時間がないので、

期成会の話については終わりたいと思いま

すが、先ほどるる言いましたように、陳情

だけでなく、防衛講話も含めて、いろいろ

な活動を展開していただければと思いま

す。 

 次に、２点目のＪＲ石北線問題について

再質問をさせていただきます。 

 オホーツク圏としての影響については御

答弁で十分理解できたところですが、特

に、広域物流ルートを形成する路線として

の影響ははかり知れないものがあると思い

ます。 

 昭和６０年４月１日、旧国鉄だった北見

相生線が廃止となりました。これは、美幌

町を起点としていた路線でもあり、廃止の

影響はかなりあったと思われます。 

 石北線が廃止となった場合、当時の影響

との共通点が多々あるのではないかと思わ

れるわけですけれども、北見相生線が廃止

になったときの影響を掌握されているので

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） その影響について

は検証をしておりませんので、わかりかね

ます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 影響は掌握されて

いないということですが、もし資料か何か

残っているのであれば、掌握されておいた

ほうがいいと思います。石北線の廃止と共

通する部分があるのかないのかはわかりま

せんけれども、一度、調べてみるのもいい

と思います。 

 質問の趣旨を変えますけれども、新聞で

ＪＲ側のある会見の内容を見たのですが、

国、道、沿線自治体等から支援をいただい

て路線を維持したとしても、鉄道を使って

くれる人がいなければ、支援は無駄にな

る。鍵となるのは沿線地域の覚悟だ、財政

負担だけでなく、鉄道の活性化や利用促進

に向けて地域がどこまで本気になって取り

組むかが問われているというような内容の

記事を目にしました。 

 ＪＲ側の経営努力を棚に上げて何を言っ

ているのかという部分もありますけれど

も、言っていることに一理あると思いま

す。廃止反対も大切ですが、沿線自治体と
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して、鉄道の活性化や利用促進に向けた行

動も必要でないかと思うのですが、町長、

いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） もちろん、そのと

おりだと思います。利用促進をどう図って

いくかということは極めて重要なことであ

りますし、それがなし得ていれば、今、こ

ういう問題が出てきていないと思います。

それは極めて重要なことだと思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） そこで、自治体が

支援できる一つとして、切符売り場の紹

介、あっせんがあると思います。現在、商

工会議所が窓口となっていただいて切符販

売をしておりますけれども、駅から遠いた

め、なかなか販売実績が上がらないという

話もお聞きしております。 

 利用者にとっても、かなり不便ではない

のかなと思います。やはり、乗車口の近く

で販売しないと利用促進にはつながらない

と思います。現在、駅舎に入居している観

光物産協会に販売業務を委託すれば、今よ

りさらに便利になり、利用促進になると思

うのですけれども、美幌町が仲介をして販

売窓口を変更することはできないのでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） この話が最初に出

たときは、観光物産協会に何とかお願いで

きないかということでありましたけれど

も、人件費の問題とか、場所の問題とか、

いろいろ出てきまして断念していた状態の

中で、商工会議所が地域貢献をしたいとい

う思いで、今は商工会議所で券売している

状況でありますので、この点については特

段の御理解をいただきたいと思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 先ほどの町長の答

弁でも、自治体としても利用促進に向けた

行動が必要だというふうに御理解があった

ことですから、今後、商工会議所、観光物

産協会、ほかに窓口があるかどうかわかり

ませんけれども、三つどもえで話をして、

なるべく利用者の利便性につながる窓口業

務をしていただければと思います。 

 ＪＲ問題の最後の質問ですが、ＪＲの経

営努力を今以上に訴えるべきではないかと

思います。これは行政がやる問題ではない

ですけれども、ＪＲの経営努力が少し足り

ないということがあるのではないかという

ことで、お聞きしていただければと思いま

す。 

 札幌までの都市間バスを見ますと、美幌

発が７時４０分を初便に、最終は午後１１

時１５分発の１日９便が運行されておりま

す。１車両で３０名前後が乗車可能となり

ます。 

 それに対して、札幌まで行く特急、急行

というのは、美幌発が６時２２分と午後５

時４０分の２便だけです。旭川で乗りかえ

たとしても、８時３２分と午後１時１分の

２便と、合計４便しかないです。料金も、

都市間バスでは、片道５,７６０円に対し

て、ＪＲは特急を使うと９,６９０円と、こ

れだけの開きがあります。 

 都市間バスは、種類によって異なります

けれども、２５名から３５名乗車できるわ

けですけれども、お盆時期とか年末年始あ

るいは特定の時期には、このバスを３台も

４台も連ねて運行することもまま見かけま

す。何を言いたいかというと、美幌だけで

はなくて、網走、北見も含めてですけれど

も、札幌までの需要がそれだけあるという

ことです。 

 ＪＲ北海道は、バス会社との競争に負け

ているのではないか、その辺を考えて経営

努力をすべきではないかということを一つ

訴えてもらいたいのです。 

 例えば、特急オホーツクは、グリーン車
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がありますけれども、本当にグリーン車に

乗っている人がいるのでしょうか。こんな

ものはやめてしまって、普通料金でグリー

ン車を開放するとか、燃料削減のために、

今は４両編成で走っていると思うのですけ

れども、この乗車率を考えたら２両でもい

いのではないかとか、いろいろと経費削減

の方策はあると思います。 

 美幌駅の構内もそうです。今、汽車に乗

るためには、外階段を上らなくてはならな

いです。高齢者にとっては難所です。障が

い者、特に車椅子を利用する方にとっては

あの階段が壁になっています。 

 昔、相生線が通っていた１番ホームを活

用すれば、非常に便利になるのではないか

と思います。１番ホームはもう使えないと

いう話も聞きましたが、それであれば、

今、２番ホームにとまって、北側のドアが

開いていますけれども、南側のドアを開け

たら線路ですから、そこの線路を１番ホー

ムにつなげてやれば、そのまま乗れます。

そうしたら、車椅子も乗れます。そういっ

た利便性を考えた経営努力をしなければい

けないと思います。 

 これは行政に言っても仕方がない問題だ

と思うのですけれども、経営努力の提起の

一つとしてＪＲ側に言っていただきたいと

思うのですが、町長、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） ＪＲの経営責任を

どう問うかということだろうと思います

が、余り責任ばかり問うていても、前に進

まないとだめだと思っています。 

 会合の中でもいろいろな話が出てくるの

ですけれども、ＪＲの経営のやり方に対す

る不満もあったり、そこは違うのではない

かという言い方もしているのですけれど

も、なかなか直していただけないというの

が現状です。 

 今おっしゃった駅の乗り場の改修とか、

グリーン車を特急列車にかえるとか、逆提

案として我々がしっかり訴えていかなけれ

ばいけないと思っています。ＪＲだけに任

せているとなかなかできないと思いますの

で、しっかりと声を挙げていきたいと思っ

ています。 

 例えば、今おっしゃったように、朝晩の

２便は直行便ですが、直行便の割には、自

動販売機もないので、乗る前に物を買わな

いと食べたり飲んだりできないということ

があります。あるいは、昼間の２便につい

ては旭川で乗りかえなければいけません。

札幌から旭川までは自動販売機などがあり

ますけれども、アナウンスを聞くと、旭川

から北見に向かうものは自動販売機も何も

ないということです。 

 例えば、これはＪＲにまだ返事をもらっ

ていませんけれども、間の１便をやめて、

今よりはいい列車を配置してもらったらど

うか。あるいは、経営安定基金の中の６,８

００億円がまだ現実にあるわけですから、

これを使わない手はないのではないかと私

は思っています。赤字だ、赤字だと言って

いる会社が６,８００億円もまだ持っている

のです。果実運用で赤字を埋めたりという

こともあるかもしれませんが、それを施設

整備に充てたらどうだと思うのは当たり前

だと思っています。 

 これからも、今いただいた意見も含め

て、ＪＲに対してはしっかり経営努力する

ように訴えていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 残り２分ですの

で、最後にＬＥＤの質問を投げて終わりた

いと思います。 

 ２,２５０灯ということですけれども、高

校生模擬議会でもありましたように、薄暗

いところに何とか街灯をつけてもらいたい

という意見もありました。それら新設の地

域も含めてＬＥＤにすることになったのか

ということをお聞きしたいと思います。 

 それから、平成３１年度から１０年リー

スで約４億８,７００万円の契約だと認識し
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ておりますけれども、この契約の中の維持

管理業務とはどういうものなのか、また、

リース終了後は町へ移管されるということ

ですが、どのような維持管理体制になるの

か、大きく２点についてお聞かせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） まず

は灯数ですけれども、２,２５０灯の中に

は、自治会から要望があったものもあるの

ですけれども、中には、これは要らないか

ら廃止してもいいというものもあります。

そういう灯数については、申しわけありま

せんが、この中には入っておりません。こ

れにプラスする形で、現時点で２,２５０灯

ということで御答弁させていただいており

ます。 

 実際にどれぐらいふえるか、減るかにつ

いては、今、自治会の部分で台帳などの突

き合わせをしてから最終的な数字が出るの

ですけれども、現在の予測では、新規で１

００灯ぐらいか、廃止で３０灯ぐらいかと

いう形で中身を精査している段階です。 

 管理の部分ですが、町につきましては、

現在、電気料を払っておりますけれども、

１０年間のリースということで、その間、

リース業者にその分のリース料を払う形に

はなります。 

 中身的には、ＬＥＤ灯は、途中で切れる

ことはほとんどないのですけれども、消え

た場合の灯具の交換、取りつけ工事、動産

の保険の加入などを一体的に維持管理して

いただくということで、手数料を含めたリ

ース料をお支払いして、電気料については

町で負担していくという形になります。 

 ただ、電気料については、今までの電気

料から約４割から６割ぐらい低減されると

思うのですけれども、約４割から６割下が

った電気料は町で負担して、ただし、その

分、１０年間リース料ということで維持管

理の経費をリース会社に支払っていく形に

なっております。 

○議長（大原 昇君） これで、６番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。 

 これで、本日の一般質問を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日は、これで延会するこ

とに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣告 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

       午後 ４時３６分 延会   
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